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令和７年４月１０日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和４年（ワ）第７９７６号 特許権侵害差止等請求事件 

口頭弁論終結日 令和６年１２月１２日 

判       決 

      原       告        パンテックコーポレーション 5 

      同訴訟代理人弁護士        岩   瀬   吉   和 

      同                後   藤   未   来 

      同                出   野   智   之 

      同                小   松   侑   太 

      同                伊   藤   雄   太 10 

      同訴訟代理人弁理士        綾       聡   平 

      被       告        ＡＳＵＳ ＪＡＰＡＮ株式会社 

同訴訟代理人弁護士        服   部       誠 

      同                中   村       閑 

      同                岩   間   智   女 15 

      同                杉   森   康   平 

      同 補 佐 人 弁 理 士        相   田   義   明 

主       文 

１ 被告は、原告に対し、●（省略）●円及びこれに対する令和４年４

月１４日から支払済みまで年３分の割合による金員を支払え。 20 

２ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は、これを１２２分し、その１を被告の負担とし、その余

を原告の負担とする。 

４ この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。 

５ この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。 25 

事 実 及 び 理 由 
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第１ 請求 

 １ 被告は、別紙物件目録記載の通信機器を輸入し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若

しくは貸渡しの申出をし、又は譲渡若しくは貸渡しのための展示をしてはなら

ない。 

２ 被告は、別紙物件目録記載の通信機器を廃棄せよ。 5 

３ 被告は、原告に対し、１０００万円及びこれに対する令和４年４月１４日か

ら支払済みまで年３分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

１ 原告は、別紙特許権目録記載１及び２の各特許（以下、「本件第１特許」及

び「本件第２特許」といい、併せて「本件特許」という。また、本件特許に係10 

る特許権を「本件第１特許権」及び「本件第２特許権」といい、併せて「本件

特許権」という。なお、本件第１特許及び本件第２特許の願書に各添付された

明細書及び図面を「本件第１明細書等」及び「本件第２明細書等」といい、併

せて「本件各明細書等」という。）を保有している。他方、被告は、別紙物件

目録記載の製品型番の通信機器（以下「被告製品１」ないし「被告製品１６」15 

といい、併せて「被告製品」という。）を輸入販売等している。 

本件は、原告が、被告製品が本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主

張して、被告に対し、上記輸入販売等が本件特許権の侵害及び本件第１特許権

の間接侵害を構成するとして、特許法１００条１項及び２項に基づき、被告製

品の輸入、譲渡、貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出等の差止め及び被告製20 

品の廃棄を求めるとともに、民法７０９条及び特許法１０２条３項に基づく損

害賠償金の一部請求として、１０００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌

日（令和４年４月１４日）から支払済みまで民法所定の年３分の割合による遅

延損害金の支払を求める事案である。 

２ 前提事実（証拠等の記載のないものは当事者間に争いがない。なお、証拠を25 

摘示する場合には、特に記載のない限り、枝番を含むものとする。） 
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⑴ 当事者等 

   ア 原告は、韓国ソウル市に本社を置く、通信技術に関連する知的財産権を

保有する会社であり、本件特許権を保有している。（弁論の全趣旨） 

イ 被告は、日本においてグループ会社の製品であるスマートフォン等を輸

入及び販売する会社であり、被告製品を輸入及び販売していた。 5 

ウ ASUS TeK Computer Inc.（以下「ＡＳＵＳ台湾」といい、被告と併せて

「被告側」ということがある。）は、台湾に本社を置く、被告のグループ

会社の中核となる会社である。  

⑵ 本件特許に係る特許請求の範囲 

 ア 本件第１発明 10 

本件第１特許の特許請求の範囲の請求項１６及び２４（以下、請求項１

６に係る発明を「本件第１発明１」、請求項２４に係る発明を「本件第１

発明２」といい、併せて「本件第１発明」という。）の記載は、次のとお

りである。 

  本件第１発明１ 15 

PHICHを通じて、送信端からACK／NACK信号を受信する方法であっ

て、 

 前記送信端からリソースエレメントを含むOFDMシンボルを受信し、 

【数９】 

前記ACK／NACK信号は、REGインデックス𝑛𝑖（i＝０，１，２）に対20 

応するリソースエレメントを介して受信され、 

 前記REGインデックス𝑛𝑖は、以下の式（１） 

 

（𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙はセルIDを表し、𝑛′𝑙′𝑖はインデックス𝑙′𝑖のOFDMシンボル内の利
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用可能なREGの個数を表し、𝑛′0はインデックス0のOFDMシンボル内の

利用可能なREGの個数を表し、m’は前記PHICHが含まれるPHICHグルー

プに関連するインデックスを表す。） 

 または、式（２） 

【数１０】 5 

 

（𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙はセルIDを表し、𝑛′𝑙′𝑖はインデックス𝑙′𝑖のOFDMシンボル内の利

用可能なREGの個数を表し、𝑛′１はインデックス１のOFDMシンボル内

の利用可能なREGの個数を表し、m’は前記PHICHが含まれるPHICHグル

ープに関連するインデックスを表す。） 10 

 のうちのいずれかを用いて与えられることを特徴とする、ACK／NAC

K信号の受信方法。 

  本件第１発明２ 

PHICHを通じて、送信端からACK／NACK信号を受信する装置であっ

て、 15 

 前記送信端から、リソースエレメントを含むOFDMシンボルを受信す

る手段を有し、 

 前記ACK／NACK信号は、REGインデックス（i＝０，１，２）に対応

するリソースエレメントを介して受信され、 

【数１５】 20 

前記REGインデックス𝑛𝑖は、以下の式（１） 
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（𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙はセルIDを表し、𝑛′𝑙′𝑖はインデックス𝑙′𝑖のOFDMシンボル内の利

用可能なREGの個数を表し、𝑛′0はインデックス０のOFDMシンボル内の

利用可能なREGの個数を表し、m’は前記PHICHが含まれるPHICHグルー

プに関連するインデックスを表す。） 5 

 または、式（２） 

【数１６】 

 

（𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙はセルIDを表し、𝑛′𝑙′𝑖はインデックス𝑙′𝑖のOFDMシンボル内の利

用可能なREGの個数を表し、𝑛′１はインデックス１のOFDMシンボル内10 

の利用可能なREGの個数を表し、m’は前記PHICHが含まれるPHICHグル

ープに関連するインデックスを表す。） 

 のうちのいずれかを用いて与えられることを特徴とする、ACK／NAC

K信号の受信装置。 

 イ 本件第２発明 15 

本件第２特許の特許請求の範囲の請求項１ないし５（以下、同各項に係

る各発明を順に「本件第２発明１」ないし「本件第２発明５」といい、併

せて「本件第２発明」という。）の記載は、次のとおりである。 

なお、原告は、本件第２発明のうち、本件第２発明５に係る特許権の侵

害を主張している（第２回口頭弁論調書参照）。 20 

 本件第２発明１ 
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PHICH（物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル：A Physical H

ybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel）をOFDM（直交周波

数分割多重：Orthogonal Frequency Division Multiplexing）シンボルにマ

ッピングする方法であり、 

 それぞれのOFDMシンボルは複数のリソースエレメントグループを含5 

み、 

 それぞれのリソースエレメントグループは、４つのリソースエレメン

トを含み、 

 前記方法は、 

 PHICHが下記の【数１】の数式に従って３つのOFDMシンボルにより10 

送信されるならば、前記PHICHが３回送信されるリソースエレメントグ

ループのインデックスを決定し、 

 前記PHICHの３つの反復を、決定されたインデックスに従ってOFDM

シンボルにマッピングする 

 ことを含み、ここに、前記【数１】の数式は 15 

【数１】 

 

であり、𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙は、セルIDを表わし、iは、前記PHICHの反復のインデック

スを表わし、𝑛′𝑙′𝑖/𝑛′0は、OFDMシンボル𝑙′𝑖における利用可能なリソース

エレメントグループの個数とサブフレームの最初のOFDMシンボルにお20 

ける利用可能なリソースエレメントグループの個数との比を表わし、m’

は、前記PHICHを含むPHICHグループのインデックスを表わし、 

 利用可能なリソースエレメントグループは、それぞれのOFDMシンボ
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ルのPHICHの送信に使用できるリソースエレメントグループである、 

 方法。 

 本件第２発明２ 

前記PHICHが２つのOFDMシンボルにより送信されるならば、 

さらに、下記の【数２】の数式に従って前記PHICHが送信されるリソー5 

スエレメントグループのインデックスを決定することを含み、 

 ここに前記【数２】の数式は、 

【数２】 

 

であり、 𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙は、セルIDを表わし、iは、前記PHICHの反復のインデッ10 

クスを表わし、𝑛′𝑙′𝑖/𝑛′１は、OFDMシンボル𝑙′𝑖における利用可能なリソー

スエレメントグループの個数と前記サブフレームの２番目のOFDMシン

ボルにおける利用可能なリソースエレメントグループの個数との比を

表わし、m’は、前記PHICHを含むPHICHグループのインデックスを表わ

し、 15 

 利用可能なリソースエレメントグループは、それぞれのOFDMシンボ

ルのPHICHの送信に使用できるリソースエレメントグループである、 

 請求項１に記載の方法。 

 本件第２発明３ 

移動局に多重化された複数のACK／NACK信号を１フレーム内に送20 

信する、マルチキャリアセルラ移動通信システムの基地局であり、 

 前記基地局は、 

 前記移動局への送信においてPHICH（物理ハイブリッド自動再送要求
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指示チャネル：A Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator C

hannel）をOFDM（直交周波数分割多重：Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing）シンボルにマッピングするときに、 

 それぞれのOFDMシンボルは複数のリソースエレメントグループを含

み、 5 

 それぞれのリソースエレメントグループは、４つのリソースエレメン

トを含み、 

 PHICHが下記の【数３】の数式に従って３つのOFDMシンボルにより

送信されるならば、前記PHICHが３回送信されるリソースエレメントグ

ループのインデックスを決定し、 10 

 前記PHICHの３つの反復のそれぞれを、決定されたインデックスに従

ってOFDMシンボルにマッピングし、 

 ここに、前記【数３】の数式は 

【数３】 

 15 

であり、𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙は、セルIDを表わし、iは、前記PHICHの反復のインデック

スを表わし、𝑛′𝑙′𝑖/𝑛′0は、OFDMシンボル𝑙′𝑖における利用可能なリソース

エレメントグループの個数とサブフレームの最初のOFDMシンボルにお

ける利用可能なリソースエレメントグループの個数との比を表わし、m’

は、前記PHICHを含むPHICHグループのインデックスを表わし、 20 

 利用可能なリソースエレメントグループは、それぞれのOFDMシンボ

ルのPHICHの送信に使用できるリソースエレメントグループである、 

 基地局。 
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 本件第２発明４ 

前記基地局は、 

前記PHICHが２つのOFDMシンボルにより送信されるならば、 

 さらに、下記の【数４】の数式に従って前記PHICHが送信されるリソ

ースエレメントグループのインデックスを決定し、 5 

 ここに前記【数４】の数式は、 

【数４】 

 

であり、𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙は、セルIDを表わし、iは、前記PHICHの反復のインデック

スを表わし、𝑛′𝑙′𝑖/𝑛′１は、OFDMシンボル𝑙′𝑖における利用可能なリソース10 

エレメントグループの個数と前記サブフレームの２番目のOFDMシンボ

ルにおける利用可能なリソースエレメントグループの個数との比を表

わし、m’は、前記PHICHを含むPHICHグループのインデックスを表わし、 

 利用可能なリソースエレメントグループは、それぞれのOFDMシンボ

ルのPHICHの送信に使用できるリソースエレメントグループである、請15 

求項３に記載の基地局。 

     本件第２発明５ 

請求項３または４の基地局から多重化された信号を受信する、マルチ

キャリアセルラ移動通信システムの移動局であり、前記信号は、請求項

１または２の方法を用いて生成されることを特徴とする移動局。 20 

⑶ 本件発明の構成要件 

   本件第１発明及び本件第２発明（以下、併せて「本件発明」という。）を

構成要件に分説すると、次のとおりである。 
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ア 本件第１発明１ 

１－１Ａ PHICHを通じて、送信端からACK／NACK信号を受信する方法

であって、 

１－１Ｂ 前記送信端からリソースエレメントを含むOFDMシンボルを受

信し、 5 

１－１Ｃ 【数９】前記ACK／NACK信号は、REGインデックス𝑛𝑖（i＝0，

１，２）に対応するリソースエレメントを介して受信され、 

１－１Ｄ 前記REGインデックス𝑛𝑖は、以下の式（１） 

 

（𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙はセルIDを表し、𝑛′𝑙′𝑖はインデックス𝑙′𝑖のOFDMシンボル内の10 

利用可能なREGの個数を表し、𝑛′0はインデックス0のOFDMシンボル

内の利用可能なREGの個数を表し、m’は前記PHICHが含まれるPHICH

グループに関連するインデックスを表す。）または、式（２） 

【数１０】 

 15 

（𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙はセルIDを表し、𝑛′𝑙′𝑖はインデックス𝑙′𝑖のOFDMシンボル内の

利用可能なREGの個数を表し、𝑛′１はインデックス１のOFDMシンボル

内の利用可能なREGの個数を表し、m’は前記PHICHが含まれるPHICH

グループに関連するインデックスを表す。） 

のうちのいずれかを用いて与えられることを特徴とする、ACK／NAC20 

K信号の受信方法。 
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イ 本件第１発明２ 

１－２Ａ PHICHを通じて、送信端からACK／NACK信号を受信する装置

であって、 

１－２Ｂ 前記送信端から、リソースエレメントを含むOFDMシンボルを

受信する手段を有し、 5 

１－２Ｃ 前記ACK／NACK信号は、REGインデックス（i＝０，１，２）

に対応するリソースエレメントを介して受信され、 

１－２Ｄ 【数１５】 

前記REGインデックス𝑛𝑖は、以下の式（１） 

 10 

（𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙はセルIDを表し、𝑛′𝑙′𝑖はインデックス𝑙′𝑖のOFDMシンボル内の

利用可能なREGの個数を表し、𝑛′0はインデックス0のOFDMシンボル

内の利用可能なREGの個数を表し、m’は前記PHICHが含まれるPHICH

グループに関連するインデックスを表す。） 

または、式（２） 15 

【数１６】 

 

（𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙はセルIDを表し、𝑛′𝑙′𝑖はインデックス𝑙′𝑖のOFDMシンボル内の

利用可能なREGの個数を表し、𝑛′１はインデックス１のOFDMシンボル

内の利用可能なREGの個数を表し、m’は前記PHICHが含まれるPHICH20 

グループに関連するインデックスを表す。） 
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のうちのいずれかを用いて与えられることを特徴とする、ACK／NAC

K信号の受信装置。 

ウ 本件第２発明１ 

２－１Ａ PHICH（物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル：A Phys

ical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel）をOFDM（直5 

交周波数分割多重：Orthogonal Frequency Division Multiplexing）シン

ボルにマッピングする方法であり、 

２－１Ｂ それぞれのOFDMシンボルは複数のリソースエレメントグルー

プを含み、 

２－１Ｃ それぞれのリソースエレメントグループは、４つのリソースエ10 

レメントを含み、 

２－１Ｄ 前記方法は、PHICHが下記の【数１】の数式に従って３つのOF

DMシンボルにより送信されるならば、前記PHICHが３回送信される

リソースエレメントグループのインデックスを決定し、 

２－１Ｅ 前記PHICHの３つの反復を、決定されたインデックスに従って15 

OFDMシンボルにマッピングすることを含み、 

２－１Ｆ ここに、前記【数１】の数式は 

【数１】 

 

であり、 20 

２－１Ｇ 𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙は、セルIDを表わし、iは、前記PHICHの反復のインデック

スを表わし、𝑛′𝑙′𝑖/𝑛′0は、OFDMシンボル𝑙′𝑖における利用可能なリソー

スエレメントグループの個数とサブフレームの最初のOFDMシンボル
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における利用可能なリソースエレメントグループの個数との比を表

わし、m’は、前記PHICHを含むPHICHグループのインデックスを表わ

し、 

２－１Ｈ 利用可能なリソースエレメントグループは、それぞれのOFDM

シンボルのPHICHの送信に使用できるリソースエレメントグループ5 

である、方法。 

エ 本件第２発明２ 

２－２Ａ 前記PHICHが２つのOFDMシンボルにより送信されるならば、

さらに、下記の【数２】の数式に従って前記PHICHが送信されるリソ

ースエレメントグループのインデックスを決定することを含み、 10 

２－２Ｂ ここに前記【数２】の数式は、 

【数２】 

 

であり、 

２－２Ｃ 𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙は、セルIDを表わし、iは、前記PHICHの反復のインデック15 

スを表わし、𝑛′𝑙′𝑖/𝑛′１は、OFDMシンボル𝑙′𝑖における利用可能なリソー

スエレメントグループの個数と前記サブフレームの２番目のOFDMシ

ンボルにおける利用可能なリソースエレメントグループの個数との

比を表わし、m’は、前記PHICHを含むPHICHグループのインデックス

を表わし、 20 

２－２Ｄ 利用可能なリソースエレメントグループは、それぞれのOFDM

シンボルのPHICHの送信に使用できるリソースエレメントグループ

である、 
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２－２Ｅ 請求項１に記載の方法。 

オ 本件第２発明３ 

２－３Ａ 移動局に多重化された複数のACK／NACK信号を１フレーム内

に送信する、マルチキャリアセルラ移動通信システムの基地局であり、 

２－３Ｂ 前記基地局は、前記移動局への送信においてPHICH（物理ハイ5 

ブリッド自動再送要求指示チャネル：A Physical Hybrid Automatic R

epeat Request Indicator Channel）をOFDM（直交周波数分割多重：Ort

hogonal Frequency Division Multiplexing）シンボルにマッピングする

ときに、 

２－３Ｃ それぞれのOFDMシンボルは複数のリソースエレメントグルー10 

プを含み、 

２－３Ｄ それぞれのリソースエレメントグループは、４つのリソースエ

レメントを含み、 

２－３Ｅ PHICHが下記の【数３】の数式に従って３つのOFDMシンボル

により送信されるならば、前記PHICHが３回送信されるリソースエレ15 

メントグループのインデックスを決定し、 

２－３Ｆ 前記PHICHの３つの反復のそれぞれを、決定されたインデック

スに従ってOFDMシンボルにマッピングし、 

２－３Ｇ ここに、前記【数３】の数式は 

【数３】 20 

 

であり、 

２－３Ｈ 𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙は、セルIDを表わし、iは、前記PHICHの反復のインデック
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スを表わし、𝑛′𝑙′𝑖/𝑛′0は、OFDMシンボル𝑙′𝑖における利用可能なリソー

スエレメントグループの個数とサブフレームの最初のOFDMシンボル

における利用可能なリソースエレメントグループの個数との比を表

わし、m’は、前記PHICHを含むPHICHグループのインデックスを表わ

し、 5 

２－３Ｉ 利用可能なリソースエレメントグループは、それぞれのOFDM

シンボルのPHICHの送信に使用できるリソースエレメントグループ

である、基地局。 

カ 本件第２発明４ 

２－４Ａ 前記基地局は、前記PHICHが２つのOFDMシンボルにより送信10 

されるならば、さらに、下記の【数４】の数式に従って前記PHICHが

送信されるリソースエレメントグループのインデックスを決定し、 

２－４Ｂ ここに前記【数４】の数式は、 

【数４】 

 15 

であり、 

２－４Ｃ 𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙は、セルIDを表わし、iは、前記PHICHの反復のインデック

スを表わし、𝑛′𝑙′𝑖/𝑛′１は、OFDMシンボル𝑙′𝑖における利用可能なリソー

スエレメントグループの個数と前記サブフレームの２番目のOFDMシ

ンボルにおける利用可能なリソースエレメントグループの個数との20 

比を表わし、m’は、前記PHICHを含むPHICHグループのインデックス

を表わし、 

２－４Ｄ 利用可能なリソースエレメントグループは、それぞれのOFDM
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シンボルのPHICHの送信に使用できるリソースエレメントグループ

である、 

２－４Ｅ 請求項３に記載の基地局。 

キ 本件第２発明５ 

２－５Ａ 請求項３または４の基地局から多重化された信号を受信する、5 

マルチキャリアセルラ移動通信システムの移動局であり、 

２－５Ｂ 前記信号は、請求項１または２の方法を用いて生成されること

を特徴とする移動局。 

⑷ 被告製品の構成 

被告製品は、ＬＴＥ通信が可能な通信端末であり、ＬＴＥ通信は、国際標10 

準化団体３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）が定めた標準規格に準

拠している。そして、被告製品１ないし１４は、当該規格の具体的内容が記

載された規格書であるTS36.211 version15（甲６－２）に、被告製品１５及び

１６は、同様の規格書であるTS36.211 version12（甲６－１。以下、両規格書

を併せて「本件規格」という。）に、それぞれ準拠している。（甲６、弁論15 

の全趣旨〔第５回弁論準備手続調書参照〕） 

  ⑸ 原告によるＦＲＡＮＤ宣言 

原告は、２０１３年２月７日、本件特許について、ＬＴＥ規格を定める標

準化団体であるＥＴＳＩ（European Telecommunications Standards Institute）

のＩＰＲポリシー（Intellectual Property Rights Policy）６．１条の定める公正20 

かつ合理的で非差別的な（fair, reasonable and non-discriminatory）条件で、取

消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言（以下、上記条件を「Ｆ

ＲＡＮＤ条件」と、当該宣言を「ＦＲＡＮＤ宣言」と、それぞれいう。）を

した。（乙６、７、弁論の全趣旨） 

  ⑹ 先行文献 25 

    本件特許の優先日より前の２００８年（平成２０年）２月１５日、3GPP T
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SG RAN WGI#52会合において、PHICHのマッピング方法に関する寄書（乙

１。以下「乙１」といい、同寄書に記載された発明を「乙１発明」という。）

が提案された。（乙１、弁論の全趣旨） 

３ 争点 

   本件の争点は、次のとおりである。なお、損害額（下記⑸）に関し、算出の5 

根拠となる売上高が●（省略）●であることは、当事者間に争いがない（第４

回弁論準備手続調書参照）。 

  ⑴ 被告製品の構成要件充足性（争点１） 

   ア 被告製品が「m’」（本件第１発明構成要件１－１Ｄ及び１－２Ｄ並びに

本件第２発明構成要件２－１Ｇ、２－２Ｃ、２－３Ｈ及び２－４Ｃ）を充10 

足するか否か（争点１－１） 

   イ 被告製品が「𝑙′𝑖」（本件第１発明構成要件１－１Ｄ及び１－２Ｄ並びに

本件第２発明構成要件２－１Ｄないし２－１Ｆ、２－２Ａ、２－２Ｂ、２

－３Ｅないし２－３Ｇ、２－４Ａ、２－４Ｂ、２－５Ａ及び２－５Ｂ）を

充足するか否か（争点１－２） 15 

  ⑵ 権利濫用の成否（争点２）  

  ⑶ 本件発明の無効理由の有無（争点３） 

   ア 乙１発明に基づく進歩性欠如の有無（争点３－１） 

   イ サポート要件違反の有無（争点３－２） 

   ウ 新規性欠如の有無（争点３－３） 20 

   エ 明確性要件違反の有無（争点３－４） 

   オ 優先権主張が認められないことに基づく進歩性欠如の有無（争点３－５） 

  ⑷ ＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思の有無等（争点４） 

⑸ 損害額（争点５） 

⑹ 侵害又は侵害のおそれの有無（争点６） 25 

第３ 争点に関する当事者の主張 
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 １ 争点１－１（被告製品が「m’」〔本件第１発明構成要件１－１Ｄ及び１－２

Ｄ並びに本件第２発明構成要件２－１Ｇ、２－２Ｃ、２－３Ｈ及び２－４Ｃ〕

を充足するか否か）について 

 （原告の主張） 

⑴ 本件発明の「m’」の意義について 5 

本件第１発明及び本件第２発明５の特許請求の範囲においては、「m’は前

記PHICHが含まれるPHICHグループに関連するインデックスを表す」と記載

されている。そして、このような特許請求の範囲の記載に関して、本件各明

細書等の詳細な説明においては、その実施例として、「式１において……m’

は、PHICHグループのインデックスを表し」等と記載され、PHICHグループ10 

のインデックスを表すm’について開示されている（本件各明細書等の段落

【００１３】、【００３３】、【００３４】等）。これらの実施例において、

m’は、本件各明細書等の段落【００３３】の式１等に関してPHICHグループ

を特定する機能を有している。 

このような詳細な説明における実施例の開示を踏まえて、上記の本件第１15 

発明及び本件第２発明５の特許請求の範囲では、「PHICHグループに関連す

るインデックス」である「m’」を規定しているものであり、当該文言と異な

る解釈を行うべき理由はない。 

⑵ 被告製品が、「m’」に係る上記各構成要件を充足すること 

ア 被告製品が準拠する本件規格において、m’がPHICHマッピングユニット20 

番号を示すこと、また、当該PHICHマッピングユニット番号には、PHICH

グループmがマッピングされることが規定されている。すなわち、本件規

格において、m’は、PHICHグループmに対応付けられ、これを表すインデ

ックスとして機能する。したがって、本件規格のm’は、本件発明の構成要

件１－１Ｄ等が規定する「PHICHグループに関連するインデックスを表25 

す」ことは明らかである。 
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イ これに対し、被告は、本件規格において、m’は「『PHICHマッピングユ

ニット』のインデックスであって、PHICHグループのインデックスではな

い。」として、本件規格は構成要件１－１Ｄ、１－２Ｄ、２－１Ｇ、２－

２Ｃ、２－３Ｈ及び２－４Ｃを充足しない旨主張する。 

しかしながら、上記のとおり、本件規格において、PHICHマッピングユ5 

ニット番号であるm’には、PHICHグループmがマッピングされるのである

から、このようなm’は、本件発明の上記各構成要件が規定する「PHICHグ

ループに関連するインデックスを表す」ものであるし、また、PHICHグル

ープのインデックスを表すものでもある。 

   ウ したがって、本件規格に準拠する被告製品は、本件発明のm’に係る各構10 

成要件を充足する。 

 （被告の主張） 

⑴ 本件第１発明について 

ア 本件第１発明において、「式（１）」及び「式（２）」における「m’」

は、「PHICHグループに関連するインデックス」を表すとされている（構15 

成要件１－１Ｄ及び１－２Ｄ）。 

しかしながら、本件第１明細書等【００３４】及び【００４１】におい

て、「m’」は「PHICHグループのインデックス」として記載されており、

それ以外のものとすることは記載されていない。 

したがって、構成要件１－１Ｄ及び１－２Ｄにおける「PHICHグループ20 

に関連するインデックス」とは、PHICHグループのインデックスを意味す

ると解される。 

イ これに対し、本件規格における「m’」は、以下の引用部分に記載されて

いるとおり、「PHICHマッピングユニット」のインデックスであって、

PHICHグループのインデックスではない。すなわち、PHICHグループのイ25 

ンデックス「m」は、PHICHマッピングユニットのインデックス「m’」に、
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所定の規則に従って対応付けられるが、両者は同一ではない。 

  したがって、本件規格は構成要件１－１Ｄ及び１－２Ｄを充足しない。 

  

⑵ 本件第２発明について 

本件第２発明５において、【数１】及び【数２】の各数式における「m’」5 

【甲5】 

 

 

 

（赤線部分の和訳） 

PHICHグループはPHICHマッピングユニットに対応付けされる。 

通常サイクリックプレフィックスの場合、PHICHグループmからPHICHマッピ

ングユニットm’への対応付けは、以下で定義される。 

拡張サイクリックプレフィックスの場合、PHICHグループmとm+１からPHICH

マッピングユニットm’への対応付けは、以下で定義される。 
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は、「前記PHICHを含むPHICHグループのインデックス」を表す（構成要件

２－１Ｇ、２－２Ｃ、２－３Ｈ及び２－４Ｃ）。 

 これに対し、本件規格における「m’」は、上記のとおり、「PHICHマッピ

ングユニット」のインデックスであって、PHICHグループのインデックスで

はない。したがって、本件規格は構成要件２－１Ｇ、２－２Ｃ、２－３Ｈ及5 

び２－４Ｃを充足しない。 

 ２ 争点１－２（被告製品が「𝑙′𝑖」〔本件第１発明構成要件１－１Ｄ及び１－２

Ｄ並びに本件第２発明構成要件２－１Ｄないし２－１Ｆ、２－２Ａ、２－２Ｂ、

２－３Ｅないし２－３Ｇ、２－４Ａ、２－４Ｂ、２－５Ａ及び２－５Ｂ〕を充

足するか否か）について 10 

 （原告の主張） 

⑴ 被告が主張するクレーム解釈は、「本件発明が、移動局の発明として特徴

的な構成を有していないため、無効である」ことを前提としているが、被告

が主張する無効論はいずれも理由がないから、被告のクレーム解釈は、その

前提を欠き失当である。 15 

⑵ この点を措いても、被告が主張するクレーム解釈は、以下に述べるとおり

明らかに誤りである。 

   ア 本件第１発明の構成要件１－１Ｄ及び１－２Ｄについて 

     「式（１）」と「式（２）」両方について、全ての可能性のある「𝑙′𝑖」に

ついて計算し、それら全てのインデックスに対応するリソースエレメント20 

を介してACK/NACK信号を受信するという被告主張のクレーム解釈は、本

件第１発明の特許請求の範囲の記載からは何ら読み取れないものである

し、被告自身が認めるとおり、本件第１明細書等の記載にも根拠がないも

のである。また、技術常識からしても、被告が主張するように「全ての可

能性のある『𝑙′𝑖』について計算して、それら全てのインデックスに対応す25 

るリソースエレメントを介してACK/NACK信号を受信する」などというこ
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とは、意味もなく通信効率を悪化させるだけであって、およそ考えられな

い。 

     したがって、本件第１発明の構成要件１－１Ｄ及び１－２Ｄについて被

告が主張するクレーム解釈は、誤りである。 

イ 本件第２発明の構成要件２－１Ｄないし２－１Ｆ、２－２Ａ、２－２Ｂ、5 

２－３Ｅないし２－３Ｇ、２－４Ａ、２－４Ｂ、２－５Ａ及び２－５Ｂに

ついて 

   上記のとおり、被告が主張する上記のクレーム解釈は、本件第２発明の

特許請求の範囲の記載からは何ら読み取れないものであり、また、本件第

２明細書等の記載その他を踏まえても何ら根拠がなく、誤りである。 10 

 （被告の主張） 

⑴ 本件第１発明の非充足（２つの数式と「𝑙′𝑖」について） 

ア 受信方法ないし受信装置に係る発明が開示されていないこと 

   本件第１発明は、ACK/NACK信号が「REGインデックスn�̅�（i＝０, １, ２）

に対応するリソースエレメントを介して受信され」、当該REGインデック15 

スが「式（１）」又は「式（２）」のうちの「いずれかを用いて与えられ

ることを特徴」とするACK/NACK信号の受信方法ないし受信装置である

（構成要件１－１Ｄ及び１－２Ｄ）。すなわち、ACK/NACK信号が、特定

の数式で与えられるREGインデックスに対応するリソースエレメント（時

間と周波数からなる無線資源）で送信されることを前提に、その信号を受20 

信する方法ないし受信装置である。 

具体的には、ACK/NACK信号ないしPHICHがマッピングされるリソース

エレメントグループ（REG）のインデックスが、ある数式で与えられるこ

とを特徴としている。そして、本件第１明細書等には、このマッピング方

法により、送信されるPHICHの反復が隣接するセル間で干渉を起こすこと25 

を防止できるという効果が得られ、発明の課題が解決されることが記載さ
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れている（【０００８】及び【００１８】）。 

しかしながら、PHICHの上記マッピング方法は基地局により行われるも

のであり、そのようにマッピングされて伝送されたPHICHを移動局がどの

ような方法で受信するかについては、本件第１明細書等に一切記載がない。 

そうすると、本件第１発明は、移動局の発明として特徴的な構成を有し5 

ているとはいえず、移動局が備えるべき課題解決手段を提供していないか

ら、本件第１発明に係る特許は、いずれも新規性ないし進歩性の要件、明

確性の要件及びサポート要件に違反しており、無効とされるべきものであ

る。 

他方、仮に、本件第１発明が移動局の発明として特徴的な構成を有して10 

いるとの解釈が成り立つとすれば、これらの発明は、特許請求の範囲で規

定されているPHICHのマッピング方法が移動局に知らされていることを前

提に、移動局が基地局と同じ方法によりPHICHがマッピングされているリ

ソースエレメントグループのインデックスを求めることを定めていると解

釈することがあり得る。このような解釈は、本件第１明細書等に裏付けの15 

ないものではあるが、仮にこのような解釈が成り立ち得るとしても、以下

のとおり、本件規格に準拠する移動局は、本件第１発明の技術的範囲に属

するとはいえない。 

イ 構成要件１－１Ｄ及び１－２Ｄの解釈 

   仮に、構成要件１－１Ｄ及び１－２Ｄが何らかの意味で受信方法又は受20 

信装置の構成を特定していると善解するとすれば、これらの構成要件は、

受信装置が「式（１）」と「式（２）」を知った上で、これらの数式「の

うちのいずれかを用いて与えられる」REGインデックスを特定し、当該

REGインデックスに対応するリソースエレメントを介してACK/NACK信

号を受信する受信方法ないし受信装置を意味すると解釈せざるを得ない。 25 

しかしながら、仮にこのような解釈が成り立ち得るとしても、本件第１
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発明は、いかなる場合に「式（１）」が用いられ、いかなる場合に「式（２）」

が用いられるかを特定していない。また、「式（１）」と「式（２）」に

は、いずれも「𝑙′𝑖」なるパラメータが用いられているところ、本件第１発

明は、「𝑙′𝑖」がいかにして与えられるかも特定していない。 

ウ 構成要件１－１Ｄ及び１－２Ｄの非充足 5 

上記の解釈を前提とした場合、本件規格に従った移動局装置は、構成要

件１－１Ｄ及び１－２Ｄを充足しない。すなわち、本件規格においては、

リソースエレメントグループの時間領域のインデックス𝑙′𝑖（i=０, １, ２）

が特定の数式で与えられること、リソースエレメントグループの周波数領

域のインデックスk’ が n�̅� で与えられ、n�̅� は、ある特定の条件が満たされ10 

る場合は特定の数式により、そうでない場合は別の数式により与えられる

ことが定められている（甲５）。これらの仕組みは、本件規格に定められ

ることにより、移動局にも知られているため、移動局は、i =０, １, ２につ

いてインデックス𝑙′𝑖を特定することができ、また、当該𝑙′𝑖と特定の１個の

数式を用いて n�̅� を計算することができる。 15 

したがって、本件規格に従った移動局は、２つの数式の両方を、全ての

可能性のある「𝑙′𝑖」について計算し、それら全てのインデックスに対応す

るリソースエレメントを介してACK/NACK信号を受信する必要はなく、そ

のようなことを移動局が行っていることの立証もない。 

したがって、本件規格に従った移動局は、構成要件１－１Ｄ及び１－２20 

Ｄを充足しない。 

⑵ 本件第２発明５の非充足（２つの数式と「𝑙′𝑖」について） 

ア 受信方法ないし受信装置に係る発明が開示されていないこと 

本件第２発明５は、「請求項３または４の基地局から多重化された信号

を受信する」移動局で、当該信号が「請求項１または２の方法を用いて生25 

成されることを特徴とする」移動局の発明である（構成要件２－５Ａ及び
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２－５Ｂ）。しかしながら、請求項３及び請求項４は基地局の構成を定め

るものであり、請求項１及び請求項２は基地局における信号の生成方法

（PHICHをマッピングする方法）を定めるものであるから、いずれも移動

局の構成を特定するものではない。そして、本件第２明細書等をみても、

基地局によりマッピングされて伝送されたPHICHを移動局がどのような方5 

法で受信するかについては、一切記載がない。 

したがって、上記で述べたところと同様に、本件第２発明５に係る特許

は無効とされるべきものである。 

イ 構成要件２－１Ｄないし２－１Ｆ、２－２Ａ、２－２Ｂ、２－３Ｅない

し２－３Ｇ、２－４Ａ、２－４Ｂ、２－５Ａ及び２－５Ｂの解釈 10 

仮に、請求項１ないし４が何らかの意味で移動局の構成を特定している

と善解すれば、本件第２発明５の移動局は、請求項１ないし４の定める方

法でPHICHがマッピングされることを知った上で、マッピングされたリソ

ースエレメントグループを介してPHICHを受信する移動局を意味すると解

するほかない。仮にこのような解釈が成り立ち得るとすると、本件第２発15 

明５は具体的には次のように理解されることになる。 

すなわち、請求項１ないし４は、 

・「PHICHが下記の【数１】（【数３】と同じ）の数式に従って３つのOFDM

シンボルにより送信されるならば、前記PHICHが３回送信されるリソー

スエレメントグループのインデックスを決定し」（構成要件２－１Ｄ及20 

び２－３Ｄ）、 

・「PHICHが下記の【数２】（【数４】と同じ）の数式に従って２つのOFDM

シンボルにより送信されるならば、さらに、下記の【数２】の数式に従

って前記PHICHが送信されるリソースエレメントグループのインデッ

クスを決定することを含み」（構成要件２－２Ａ及び２－４Ａ） 25 

・「前記PHICHの３つの反復を、決定されたインデックスに従ってOFDM
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シンボルにマッピング」することを含む（構成要件２－１Ｅ及び２－３

Ｆ） 

    以上の基地局ないしマッピング方法を定めている。 

そして、【数１】ないし【数４】には、いずれも「𝑙′𝑖」なるパラメータ

が用いられているところ、本件第２発明１ないし４は、「𝑙′𝑖」がいかにし5 

て与えられるかを特定していない。そうすると、本件第２発明５の移動局

は、「𝑙′𝑖」がいかにして与えられるかが分からないことを前提に、【数１】

ないし【数４】で与えられるインデックスに対応するリソースエレメント

を介してPHICHを受信する移動局であると理解するほかない。具体的には、

本件第２発明５の移動局は、全ての可能性のある「𝑙′𝑖」について【数１】10 

ないし【数４】を用いてインデックスを計算し、それら全てのインデック

スに対応するリソースエレメントを介してPHICHを受信することを規定

するものである。 

ウ 構成要件２－１Ｄないし２－１Ｆ、２－２Ａ、２－２Ｂ、２－３Ｅない

し２－３Ｇ、２－４Ａ、２－４Ｂ、２－５Ａ及び２－５Ｂの非充足 15 

上記の解釈を前提とした場合、本件規格に従った移動局装置は、構成要

件２－１Ｄないし２－１Ｆ、２－２Ａ、２－２Ｂ、２－３Ｅないし２－３

Ｇ、２－４Ａ、２－４Ｂ、２－５Ａ及び２－５Ｂを充足しない。すなわち、

前記のとおり、本件規格においては、リソースエレメントグループの時間

領域のインデックス𝑙′𝑖（i=０, １, ２）が特定の数式で与えられること、リ20 

ソースエレメントグループの周波数領域のインデックスk’ がn�̅�で与えら

れ、n�̅�は、ある特定の条件が満たされる場合は特定の数式により、そうで

ない場合は別の数式により与えられることが定められている。これらの仕

組みは、本件規格に定められることにより、移動局にも知られているので、

移動局は、i = ０, １, ２についてインデックス𝑙′𝑖を特定することができ、25 

また、当該𝑙′𝑖と特定の１個の数式を用いてn�̅�を計算することができる。 
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したがって、本件規格に従った移動局は、２つの数式の両方を、全ての

可能性のある「𝑙′𝑖」について計算し、それら全てのインデックスに対応す

るリソースエレメントを介してACK/NACK信号を受信する必要はなく、そ

のようなことを移動局が行っていることの立証もない。 

したがって、本件規格に従った移動局は、構成要件２－１Ｄないし２－5 

１Ｆ、２－２Ａ、２－２Ｂ、２－３Ｅないし２－３Ｇ、２－４Ａ、２－４

Ｂ、２－５Ａ及び２－５Ｂを充足しない。 

⑶ 小括 

   以上のとおり、本件特許に無効理由がないとしても、本件規格に従った移

動局は、本件発明の技術的範囲に属さない。 10 

３ 争点２（権利濫用の成否）について 

  （被告の主張） 

 上記のとおり、本件第１発明１、本件第１発明２及び本件第２発明５は、基

地局によるPHICHのマッピング方法に特徴を有する発明であり、移動局の発明

として特徴的な構成を何ら有していない。そして、上記各発明の特許請求の範15 

囲は、「当該発明に係る方法を実施している基地局から伝送された信号を受信

する移動局」と述べているのみであって、そのために移動局が具体的にどのよ

うな構成を備える必要があるのか、全く規定されていない。また、本件各明細

書等をみても、移動局の構成に特徴を有する発明は、何ら開示されていない。 

そうすると、上記各発明の技術的価値は基地局が行う方法にあり、その実施20 

に対して対価を請求すべき相手は基地局の製造者ないし設置者であって、移動

局の販売業者ではない。それにもかかわらず、被告のような移動局の販売業者

に対して特許権を行使することは、権利の濫用に当たる。 

  （原告の主張） 

本件第１発明１、本件第１発明２及び本件第２発明５は、それぞれの特許請25 

求の範囲に規定されているとおり、受信装置が、所定の数式等に従ってACK/N
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ACK信号を受信する等の点に特徴を有するものである。このような特徴は、受

信装置（移動局）のみならず、基地局側で行われる処理をも前提とするもので

あるとしても、受信装置（移動局）が、何らの特徴を有しないことにはならな

いし、発明の価値を享受していないことにもならない。また、上記各発明が解

決しようとする課題は「PHICHが隣接セルID間で干渉を起こさないようにする」5 

点にあるから、このような課題が改善又は解決されることの恩恵は、基地局の

みならず、受信装置（移動局）も享受することは明らかである。 

そして、被告製品（移動局）においても、上記各発明の各構成要件を充足し、

当該発明が規定する特徴を備える形でACK/NACK信号を受信する構成を備え

ている以上、当該発明の価値を享受していることは明らかである。 10 

したがって、被告に対する特許権行使が権利の濫用などとする被告の主張は

誤りである。 

 ４ 争点３－１（乙１発明に基づく進歩性欠如の有無）について 

  （被告の主張） 

⑴ 乙１発明 15 

ア 乙１で引用されている文献（R1-080898, Draft CR to 36.211 v8.1.0（乙２。

以下「当初規格」という。）には、後記のとおり、複数のPHICHをPHICH

グループとしてマッピングすることが記載されているところ、乙１は、上

記引用部分に記載されているとおり、当初規格では、PHICHが隣接するセ

ルの間で常に衝突するという課題があることを指摘している。そして、こ20 

のような課題を解決するために、セルIDに基づいてPHICHのマッピングを

シフトさせることにより、セル間でのPHICHのリソースの衝突をランダム

化し、又は避けることを提案すると説明している。 

イ 乙１は基地局によるPHICHのマッピング方法を定める通信規格である

が、原告は、乙１と同様の通信規格（甲５）に準拠する移動局である被告25 

製品が、本件第１発明１の受信方法の使用に用いるものであり、また、本
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件第１発明２及び本件第２発明５の受信装置ないし移動局に該当すると

主張している。このような原告の主張を前提とすれば、乙１には、乙１に

記載されている方法に従ってマッピングされたPHICHを受信する方法及

び移動局も実質的に開示されているといえる。 

そうすると、乙１には、以下の発明（乙１発明）が記載されているとい5 

える。 

＜乙１発明＞ 

マルチキャリアセルラ移動通信システムの基地局から、多重化された複数

のACK/NACK信号をPHICHを通じて１フレーム内で受信する方法ないし受

信装置であって 

前記基地局から前記移動局への送信ではPHICHをOFDMシンボルにマッピ

ングし 

前記のそれぞれのOFDMシンボルは、複数のリソースエレメントグループ

を含み 

前記のそれぞれのリソースエレメントグループは、４つのリソースエレメ

ントを含み 

前記PHICHは３回反復して、それぞれ１個、２個又は３個のOFDMシンボル

で送信され、 

前記PHICHが３回送信されるリソースエレメントグループのインデックス

n�̅�は以下の数式に従って決定される 

 

（ただし、「ni’」は「 」の誤記である。） 

Ncell
IDはセルIDを表し、iは前記PHICHの反復のインデックスを表し、ni’ は、
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OFDMシンボルiにおいてPCFICHに割り当てられていないリソースエレメ

ントグループの数を表し、m’は前記PHICHを含むPHICHグループのインデ

ックスを表すことを特徴とする 

ACK/NACK信号の受信方法ないし受信装置。 

 

⑵ 相違点 

ア 本件発明が特許請求の範囲に記載のとおり認定され、かつ、被告製品が

本件発明の技術的範囲に属するという原告の主張を前提とすれば、本件発

明と乙１発明は、構成要件１－１Ａないし１－１Ｃ、１－２Ａないし１－5 

２Ｃ、２－１Ａないし２－１Ｃ、２－１Ｅ、２－１Ｇ、２－１Ｈ、２－３

Ａないし２－３Ｃ、２－３Ｅ、２－３Ｇ及び２－３Ｈにおいて、いずれも

一致する。 

イ そして、本件発明と乙１発明は、以下の点において相違する。 

＜本件第１発明と乙１発明の相違点＞ 10 

本件第１発明においては、リソースエレメントグループのインデックス

n�̅�が 

 

（以下「数式１」という。） 

又は 15 

 

（以下「数式２」という。） 

 で与えられるのに対し、 
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乙１発明においては、リソースエレメントグループのインデックスn�̅�が 

  

（以下「数式Ａ」という。） 

で与えられる点。 

＜本件第２発明５と乙１発明の相違点＞ 5 

本件第２発明５においては、PHICHが数式１に従って３つのOFDMシン

ボルにより送信されるならば、前記PHICHが３回送信されるリソースエレ

メントグループのインデックスを決定し、前記PHICHが２つのOFDMシン

ボルにより送信されるならば、さらに、数式２に従って前記PHICHが送信

されるリソースエレメントグループのインデックスを決定するのに対し、 10 

乙１発明は、数式Ａに従って３回送信されるリソースエレメントグルー

プのインデックスを決定する点。 

⑶ 容易想到性 

ア 乙１は、セルIDに基づいてPHICHのマッピングをシフトさせることによ

り、セル間でのPHICHのリソースの衝突をランダム化し、又は避けること15 

を提案するものであり、数式Ａはこれを実現する手段として提案されてい

る。具体的には、数式ＡにはNcell
 IDを含む項が設けられており、リソースエ

レメントグループ（REG）のインデックスn�̅�が、セルIDに基づいてシフト

するため、これに従ってマッピングをすれば、隣接するセル間でPHICHが

マッピングされる領域が重ならないようにすることができるかのように20 

みえる。 

イ しかしながら、複数のOFDMシンボルにわたる場合は、OFDMシンボル

によって、PHICHを割り当てることのできるREGの個数𝑛′𝑙′𝑖が異なり得る

から、当業者が数式Ａをみれば、PHICHが複数のOFDMシンボルにマッピ
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ングされる場合は、必ずしも上記のような結果が得られないことを認識す

る。すなわち、数式Ａは、Ncell
 ID番目のREGを基準とする位置から開始して、

周波数帯域幅の概ね３分の１ずつの位置にPHICHを割り当てることを基

本としているところ、例えば第１シンボルと第２シンボルでPHICHを割り

当てることのできるREG（PCFICHが割り当てられていないREG）の個数が5 

異なると、最初のシンボルにおけるNcell
 ID番目のREGと、２番目のシンボル

におけるNcell
 ID番目のREGでは、周波数帯域上の位置が異なってしまう。 

   このような開始位置のずれに起因して、複数のシンボルにPHICHを割り

当てる場合は、第１シンボルのみにPHICHを割り当てる場合の周波数の位

置からずれが生じ、意図した結果を得ることができない。 10 

ウ そして、当初規格（乙２）に記載されているように、PCFICH（physical 

control format indicator channel）は、サブフレームの中の最初のOFDMシン

ボルにおける４つのリソースエレメントグループにマッピングされるた

め、サブフレーム内の最初のOFDMシンボルとそれ以外では、「PCFICHに

割り当てられていないリソースエレメントグループの数」が異なることは15 

明らかであるから、PHICHを割り当てることのできるREG（PCFICHが割り

当てられていないREG）の個数𝑛′𝑙′𝑖がOFDMシンボルによって異なること

は、当業者には自明である。 

エ  このような誤りは、利用可能なREGの個数がOFDMシンボルによって異

なり、それを概ね３等分した場合の間隔もOFDMシンボルによって異なる20 

にもかかわらず、REGの指定において開始位置の基準となるNcell
 IDが、全て

のOFDMシンボルで同一になっていることによる。そこで、このような誤

りを是正する最も単純な方法は、REGの指定において基準となるNcell
 IDを、

①最初のPHICHの反復がマッピングされるOFDMシンボルにおいて利用可

能なREGの個数と、②２番目・３番目のPHICHの反復がマッピングされる25 

OFDMシンボルにおいて利用可能なREGの個数の比により調整することで
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ある。 

そうすると、乙１に接した当業者は、数式Ａの誤りを是正することに動

機付けられ、相違点に係る構成に容易に想到し得るものといえる。 

  なお、当業者が乙１の誤りを認識し得ることは、乙１の起草者と思われ

る本件発明の発明者が、乙１が発表された僅か１１日後に、乙１には「誤5 

り」があったとの指摘を受けたとして、乙１を訂正するメールを３ＧＧＰ

のグループメンバーに送信していることからも理解できる（乙３）。ここ

において指摘されている「誤り」は、上記で説明したものと同じ、PHICH

を複数のOFDMシンボルにマッピングした場合に生じる問題である。 

⑷ 以上によれば、本件発明は、乙１発明の技術的な誤りを自明な方法で修正10 

することにより得られた発明であるから、いずれも乙１に基づいて容易に想

到し得たものであり、進歩性を欠く。 

  （原告の主張） 

  ⑴ 本件発明と乙１発明との相違点 

本件発明と乙１発明とを比較すると、少なくとも、被告も認める上記２点15 

において相違する。 

  ⑵ 容易想到とはいえないこと 

本件発明と乙１発明との上記各相違点について、被告は、乙１発明の数式

Ａは「誤り」であり、当業者であれば、数式Ａの「誤り」を認識でき、これ

を「自明な方法で修正する」ことによって本件発明に容易に想到できた旨主20 

張する｡しかしながら、以下のとおり、被告の主張は誤りである。 

  ア そもそも被告は、本件発明と乙１発明との上記各相違点に係る構成を開

示する先行技術文献や、当該各相違点が周知技術であることを示すような

客観的な証拠を何ら示していない。単に被告は、本件発明を見た上で、乙

１発明の数式Ａには、本件発明と比べると問題があり、それを修正して本25 

件発明に想到することは容易であったはずであるという事後的な推測を
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述べるにすぎない。 

イ 仮に、本件特許の優先日前に、乙１発明に接した当業者が、その数式Ａ

の問題点を認識したとしても、「その問題点を修正して、本件発明のよう

に数式１や数式２を用いる等の構成を容易に想到できた」とする客観的な

根拠（本件発明の構成を開示する副引例や、技術常識等）は何ら示されて5 

いない。 

   ウ これに対し、被告は、乙３を根拠に、当業者が乙１の誤りを認識し得た

と主張するものの、乙３のメール送信日である２００８年２月２６日は、

本件特許の優先日である同月１９日よりも後であるから、乙３のメールの

記載内容は、本件特許の優先日前の当業者の認識や技術常識等を示す根拠10 

とはなり得ない。 

加えて、乙３のメールを送信したのは本件発明の発明者であり、乙１や

本件発明の内容を熟知していたはずの者である。そのような発明者が、本

件特許の優先日より後に、乙１の「error」の指摘を受けたとしてこれを修

正する乙３のメールを送信していたからといって、本件特許の優先日前に15 

「乙１の数式Ａには誤りがあると当業者が容易に認識できた」とはいえな

いし、ましてや、「乙１の数式Ａを修正して本件発明の構成に想到するこ

とが当業者に容易であった」とは到底いえない。 

 ５ 争点３－２（サポート要件違反の有無）について 

 （被告の主張） 20 

⑴ 「m’」について 

  本件第１発明において、「m’」は「PHICHグループに関連するインデック

ス」を表すと記載されているが（構成要件１－１Ｄ及び１－２Ｄ）、本件第

１明細書等では、「m’」は一貫して「PHICHグループのインデックス」とし

て記載されている。したがって、「m’」は「PHICHグループのインデックス」25 

を意味すると解釈されるべきである。 
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  仮に、「m’」が「PHICHグループのインデックス」に限られず、「PHICH

グループに関連するインデックス」を広く含むとすれば、「PHICHグループ

に関連するインデックス」には多種多様なものが含まれることになり、「m’」

をそのようなインデックスとした場合に発明の課題が解決できることは、発

明の詳細な説明の記載から認識することはできない。 5 

したがって、本件第１発明の記載は、サポート要件を満たさない。 

  ⑵ 「𝑙′𝑖」について 

   ア 本件第１発明は、ACK/NACK信号が「REGインデックスn�̅�（i=０, １, ２）

に対応するリソースエレメントを介して受信され」、当該REGインデック

スが「式（１）」又は「式（２）」のうちの「いずれかを用いて与えられ10 

ることを特徴」とするACK/NACK信号の受信方法ないし受信装置である

（構成要件１－１Ｄ及び１－２Ｄ）。 

しかしながら、本件第１発明は、いかなる場合に「式（１）」が用いら

れ、いかなる場合に「式（２）」が用いられるかを特定していない。また、

「式（１）」と「式（２）」には、いずれも「𝑙′𝑖」なるパラメータが用いら15 

れているところ、本件第１発明は、「𝑙′𝑖」がいかにして与えられるかも特

定していない。 

他方、本件第１発明の詳細な説明においては、「𝑙′𝑖」が次のように定義

されている（【００３３】）。 

 20 

そして、このような「𝑙′𝑖」の定義によれば、「１個または３個のOFDMシ

ンボルを通じてPHICHが伝送される場合、最初の開始シンボルの位置は常
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に最初のOFDMシンボルとなる」（【００３９】）ので、「式（１）」に対

応する数式を用い、「２個のOFDMシンボルを通じてPHICHが伝送される

場合には、最初のPHICHグループが２番目のOFDMシンボルから始まるこ

とになる」（【００３９】）ので、「式（２）」に対応する数式を用いる

ことになる。本件第１発明の課題は「PHICHの反復が隣接セルID間で干渉5 

を起こさないようなPHICHのマッピング方法」を提供することであるとこ

ろ（【０００８】）、上記のような条件を満たさない場合にまで「式（１）」

や「式（２）」を用いて発明の課題が解決できることは、発明の詳細な説

明の記載から認識することはできない。 

したがって、本件第１発明の記載は、サポート要件を満たさない。 10 

   イ 本件第２発明５は、【数１】ないし【数４】における「𝑙′𝑖」がいかにし

て与えられるかを特定していない。 

他方、本件第２特許に係る発明の詳細な説明においては、本件第１特許

と同様、「𝑙′𝑖」が具体的に定義されている（【００３３】）。そして、「𝑙′𝑖」

の定義によれば、「１個または３個のOFDMシンボルを通じてPHICHが伝15 

送される場合、最初の開始シンボルの位置は常に最初のOFDMシンボルと

なる」（【００３９】）ので、【数１】及び【数３】に対応する数式を用

い、「２個のOFDMシンボルを通じてPHICHが伝送される場合には、最初

のPHICHグループが２番目のOFDMシンボルから始まることになる」（【０

０３９】）ので、【数２】及び【数４】に対応する数式を用いることにな20 

る。本件第２発明５の課題は「PHICHの反復が隣接セルID間で干渉を起こ

さないようなPHICHのマッピング方法」を提供することであるところ（【０

００８】）、上記のような条件を満たさない場合、すなわち、単に「３つ

のOFDMシンボルにより送信される」か「２つのOFDMシンボルにより送

信される」かによって【数１】ないし【数４】を使い分けることで発明の25 

課題が解決できることは、発明の詳細な説明の記載から認識することはで
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きない。 

したがって、本件第２発明５の記載は、サポート要件を満たさない。 

  ⑶ 本件発明について 

  本件各明細書等の記載によれば、PHICHのOFDMシンボルへのマッピング

は送信装置（基地局）により行われ、これにより、送信されるPHICHの反復5 

が、隣接するセル間で干渉を起こすという課題を解決し、効果が得られるの

であり、この送信装置（基地局）が行うマッピング方法に課題解決のための

技術的手段があるのであって、送信装置（基地局）が当該信号を送信する段

階で既に発明として完成している。 

  他方、受信方法や受信装置（移動局）は、発明の詳細な説明において、何10 

ら発明として記載されていない。この点、単に、基地局から送信される信号

を受信する「受信装置（移動局）」と特許請求の範囲に記載するだけでは、

「受信装置（移動局）」という物の発明を開示したことにならない。 

  したがって、本件発明の記載は、サポート要件を満たさない。 

 （原告の主張） 15 

⑴ 「m’」について 

  被告が依拠する判断基準（多種多様なm’について発明の課題を解決できる

ことを認識できなければならないとする判断基準）は、特許請求の範囲にお

いて化学物質の特性値が複数のパラメータで特定され、その解釈が争点とな

っていた等の特殊な事案において採用されたものであって、そのような特殊20 

な事情を有しない本件に直接妥当するものではない。 

  本件特許においては、特許請求の範囲に規定された「m’は……PHICHグル

ープに関連するインデックスを表す」に対応する実施例として、発明の詳細

な説明において「m’は、PHICHグループのインデックスを表（す）」ことが

開示されているのであるから、サポート要件に違反することはない。 25 

⑵ 「𝑙′𝑖」について 
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被告が依拠する判断基準は、特許請求の範囲において物質の特性値を複数

のパラメータで特定する等の特殊な事案で採用された基準であり、そのよう

な特殊な事情を有しない本件に直接妥当するものではない。 

本件特許請求の範囲の記載事項に関し、被告が問題視する「𝑙′𝑖」について

みると、これに対応する技術的事項は、発明の詳細な説明の段落【００３３】5 

等に実施例として開示されており、その点で、「特許を受けようとする発明

が発明の詳細な説明に記載したものである」ことは明らかであり、サポート

要件違反の問題が生じる余地はない。 

⑶ 本件発明について 

   本件特許の特許請求の範囲に規定された受信装置や方法についてみると、10 

これに対応する実施例が発明の詳細な説明において開示されているから、サ

ポート要件違反が問題となる余地はない。 

仮に、被告が問題とするような「発明の課題解決手段やその効果」に着目

したとしても、本件発明に係る特許請求の範囲には、所定の式等に従って

ACK/NACK信号等を受信する方法ないし装置が規定されており、明細書の発15 

明の詳細な説明の開示内容等をも踏まえれば、当該特許請求の範囲に規定さ

れた構成によって、発明の課題を解決できることを当業者は理解することが

できる。 

したがって、サポート要件違反に関する被告の主張には理由がない｡ 

 ６ 争点３－３（新規性欠如の有無）について 20 

 （被告の主張） 

⑴ 本件第１発明は、ACK/NACK信号が「REGインデックスn�̅�（i=０, １, ２）

に対応するリソースエレメントを介して受信され」、当該REGインデックス

が「式（１）」又は「式（２）」のうちの「いずれかを用いて与えられるこ

とを特徴」とするACK/NACK信号の受信方法ないし受信装置である（構成要25 

件１－１Ｄ及び１－２Ｄ）。しかしながら、REGインデックスを「式（１）」
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又は「式（２）」のうちの「いずれかを用いて与え」るのは、ACK/NACK信

号を送信する基地局であって、受信装置ではない。 

また、本件第２発明５は、「請求項３又は４の基地局から多重化された信

号を受信する」移動局で、当該信号が「請求項１又は２の方法を用いて生成

されることを特徴とする」移動局の発明である。しかしながら、請求項３及5 

び４は基地局の構成を定めるものであり、請求項１及び２は基地局が送信す

る信号の生成方法を定めるものである。 

したがって、本件発明は、２つ以上の装置を組み合わせてなる全体装置の

発明に対し、組み合わされる各装置の発明（サブコンビネーション発明）で

あるか、それと実質的に同じである。 10 

⑵ サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲の請求項中に記載

された「他の装置」に関する事項が、形状、構造、構成要素、組成、作用、

機能、性質、特性、行為又は動作、用途等（以下「構造、機能等」という。）

の観点から当該請求項に係る発明の特定にどのような意味を有するかを把

握して当該発明の要旨を認定する必要があるところ、「他の装置」に関する15 

事項が当該「他の装置」のみを特定する事項であって、当該請求項に係る発

明の構造、機能等を何ら特定してない場合は、「他の装置」に関する事項は、

当該請求項に係る発明を特定するために意味を有しないことになるから、こ

れを除外して当該請求項に係る発明の要旨を認定すべきである（知的財産高

等裁判所令和３年（行ケ）第１００５６号同４年２月１０日判決参照）。 20 

⑶ そこで、本件各明細書等の記載を参酌すると、本件発明は、「ダウンリン

クで伝送される信号の周波数及びOFDMシンボル領域に対するマッピング方

法」に関すること（【０００１】）、具体的には基地局が伝送するACK/NACK

信号（【０００４】）ないしACK/NACK信号を伝送する物理ハイブリッド自

動再送要求指示チャネル（PHICH：Physical Hybrid ARQ Indicator Channel）を25 

伝送するに当たり、隣接セル間において生じる干渉を減少させるため、各セ
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ルでPHICHの伝送位置を異ならせるようにすること（【００３７】）、その

ために、PHICHがマッピングされる直交周波数分割多重（OFDM）シンボル

のリソースエレメントグループ（REG）のインデックスをある数式に従い算

出すること（【００３８】ないし【００４３】）が記載されている。そして、

これにより、送信されるPHICHの反復が、隣接するセル間で干渉を起こすこ5 

とを防止できるという効果が得られ、発明の課題が解決されることが記載さ

れている（【０００８】及び【００１８】）。他方、そのようにマッピング

されて伝送されたPHICHを、移動局（ACK/NACK信号の受信装置）がどのよ

うな方法で受信するか、例えば受信された信号からどのようにしてPHICHを

復号するかについては、一切記載がない。 10 

 そうすると、本件第１発明における「前記REGインデックスn�̅�は、……の

うちのいずれかを用いて与えられることを特徴とする」の部分（構成要件１

－１Ｄ及び１－２Ｄ）は、基地局のみを特定する事項であって、ACK/NACK

信号の受信方法ないし受信装置に係る発明の構造、機能等を何ら特定してい

ないから、本件第１発明１に係る発明の要旨は、この部分を除外して認定す15 

べきである。同様に、本件第２発明５における「請求項３または４の」との

部分（構成要件２－５Ａ）と「前記信号は、請求項１または２の方法を用い

て生成されることを特徴とする」（構成要件２－５Ｂ）との部分も、移動局

の構成、機能等を何ら特定していないから、本件第２発明５に係る発明の要

旨は、この部分を除外して認定されるべきである。 20 

⑷ したがって、本件第１発明１、本件第１発明２及び本件第２発明５の要旨

は、それぞれ次のように認定されるべきである。 

①「PHICHを通じて、送信端からACK/NACK信号を受信する方法であって、

前記送信端からリソースエレメントを含むOFDMシンボルを受信する、

ACK/NACK信号の受信方法」 25 

②「PHICHを通じて、送信端からACK/NACK信号を受信する装置であって、
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前記送信端からリソースエレメントを含むOFDMシンボルを受信する、

ACK/NACK信号の受信装置」 

③「基地局から多重化された信号を受信する、マルチキャリアセルラ移動通

信システムの移動局」 

そうすると、これらは何ら新規な構成を含まず、例えば乙２により公知で5 

あるから、本件第１発明１、本件第１発明２及び本件第２発明５は、新規性

を欠く。 

 （原告の主張） 

  ⑴ 被告がその主張の根拠として援用する知財高裁判決は、情報処理装置の発

明として規定された請求項の中に、明示的に他の装置であるサーバの処理内10 

容が規定され、特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に理解で

きないという特殊な事案に関するものである。したがって、そもそも、当該

知財高裁判決の判断枠組みを取り出して、他の事案にも妥当すべきものと理

解することはできない。 

⑵ また、本件第１発明について、上記知財高裁判決が採用した発明の要旨認15 

定の基準を適用すべき根拠は全くない。そもそも、本件第１発明は、受信装

置の構成（本件第１発明２）、又は受信方法の構成（本件第１発明１）を端

的に規定する発明であり、上記知財高裁判決で問題となった請求項のように、

ある装置（情報処理装置）の発明として規定された請求項の中に別の装置（サ

ーバ）の処理内容までもが混在して規定されているものではない。 20 

また、上記知財高裁判決で問題となった請求項では、情報処理装置の発明

として規定された請求項の中に別のサーバの処理内容までもが混在して規

定されているために、特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に

理解することができない特段の事情があると認定されたのに対し、本件第１

発明については、そのような特段の事情は何ら存しない。 25 

以上によれば、上記知財高裁判決における特殊な請求項に対して適用され
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た発明の要旨認定の基準につき、これを本件第１発明に適用すべき理由がな

いことは明らかである。 

  ⑶ 本件第２発明５についても、上記知財高裁判決が採用した発明の要旨認定

の基準を適用すべき根拠は全くない。そもそも、本件第２発明５は、飽くま

で移動局の構成を規定する発明であり、上記知財高裁判決で問題となった請5 

求項のように、ある装置（情報処理装置）の発明として規定された請求項の

中に別の装置（サーバ）の処理内容までもが混在して規定されているもので

はない。 

また、上記知財高裁判決で問題となった請求項では、情報処理装置の発明

として規定された請求項の中に別のサーバの処理内容までもが混在して規10 

定されているために、特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に

理解することができない特段の事情があると認定されたのに対し、本件第２

発明５については、そのような特段の事情は何ら存しない。 

以上によれば、本件第２発明５についても、上記知財高裁判決における特

殊な請求項に対して適用された発明の要旨認定の基準につき、これを適用す15 

べき理由がないことは明らかである。 

 ７ 争点３－４（明確性要件違反の有無）について 

 （被告の主張） 

⑴ 本件各明細書等に記載された内容は、OFDMシンボルのリソースエレメン

トにPHICHをマッピングしてACK/NACK情報を送信する技術である。このマ20 

ッピング方法は、基地局において行われ、PHICHがOFDMシンボルにマッピ

ングされた信号は移動局に向けて送信される。そして、これにより、送信さ

れるPHICHの反復が、隣接するセル間で干渉を起こすことを防止できるとい

う効果が得られる（【０００８】及び【００１８】）。すなわち、本件各明

細書等に発明として開示された内容は、基地局においてPHICHをOFDMシン25 

ボル上にマッピングする方法であり、これにより発明の課題が解決されると
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いうものである。 

⑵ これに対し、本件第１発明１は「受信方法」の発明であり、本件第１発明

２は「受信装置」の発明である。また、本件第２発明５は、「請求項３また

は４の基地局から多重化された信号を受信する、マルチキャリアセルラ移動

通信システムの移動局であり、前記信号は、請求項１または２の方法を用い5 

て生成されることを特徴とする移動局」とされており、発明の対象は、「移

動局」（受信装置）となっている。 

 しかしながら、これらの本件発明の特許請求の範囲の記載は、基地局から

送信される信号を受信する「受信装置（移動局）」と述べているだけであり、

そのために移動局が具体的にどのような構成を備える必要があるのか、全く10 

規定していないし、本件各明細書等にもその開示がない。そのため、いかな

る構成を有する移動局（受信装置）が発明の範囲に入るのかを、当業者は理

解することができない。 

 したがって、本件発明の特許請求の範囲の記載は、明確性の要件を満たさ

ない。 15 

 （原告の主張） 

本件発明のうち、まず本件第１発明１等の方法の発明についてみると、特許

請求の範囲において、所定の式等に従ってACK/NACK信号等を受信する方法が

明確に規定されており、明細書の発明の詳細な説明の開示内容等をも踏まえれ

ば、どのような方法がその発明の範囲に入るのかを当業者は理解することがで20 

き、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確とは到底いえない。また、本

件第１発明２等の受信装置の発明についても、当該装置の特徴として、所定の

式等に従ってACK/NACK信号等を受信するものであることが明確に特定され

ており、どのような装置がその発明の範囲に入るのかを当業者は理解すること

ができ、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確とは到底いえない。 25 

したがって、明確性要件違反に関する被告の主張には理由がない｡ 
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 ８ 争点３－５（優先権主張が認められないことに基づく進歩性欠如の有無）に

ついて 

 （被告の主張） 

⑴ 優先権基礎出願の内容 

本件特許の優先権基礎出願（乙４）の特許請求の範囲、明細書及び図面（以5 

下「基礎出願書類」という。）に一貫して記載されている内容は、OFDMシ

ンボルのリソースエレメントにPHICHをマッピングしてACK/NACK情報を

送信する技術である。 

このマッピング方法は、基地局において行われ、PHICHがOFDMシンボル

にマッピングされた信号は移動局に向けて送信される。そして、これにより、10 

送信されるPHICHの反復が、隣接するセル間で干渉を起こすことを防止でき

るという効果が得られる（乙４【０００７】及び【００１６】）。 

優先権基礎出願の特許請求の範囲の記載によれば、PHICHをシンボルにマ

ッピングする方法がその内容となっており、受信方法や受信装置（移動局）

に向けられた請求項はない。 15 

⑵ 本件発明の内容 

   これに対し、本件第１発明１は「受信方法」の発明であり、本件第１発明

２は「受信装置」の発明である。また、本件第２発明５は、「請求項３また

は４の基地局から多重化された信号を受信する、マルチキャリアセルラ移動

通信システムの移動局であり、前記信号は、請求項１または２の方法を用い20 

て生成されることを特徴とする移動局」とされており、発明の対象は、「移

動局」（受信装置）となっている。 

 しかしながら、基礎出願書類の記載内容は上記のとおりであり、PHICHの

OFDMシンボルへのマッピングは基地局により行われ、これにより、送信さ

れるPHICHの反復が、隣接するセル間で干渉を起こすことを防止できるとい25 

う効果が得られるのであり、この段階で既に発明として完成している。そし
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て、受信方法や受信装置（移動局）は、特許請求の範囲及び図面を含め、優

先権基礎資料には発明として記載されていない。 

 そうすると、本件発明については、基礎出願書類に基礎を有しないから、

優先権主張の効果が認められず、本件発明の特許要件の判断の基準時は、現

実の出願日である２００９年２月１３日となる。 5 

⑶ 乙５に基づく進歩性欠如 

乙５は、２００８年２月２８日に公開されたものであるところ、数式を含

め、本件各明細書等に記載されたものと同様の物理ハイブリッドARQ指示チ

ャネル（PHICH）のマッピング方法を開示している。 

これに対し、本件発明は、基地局において当該マッピング方法により生成10 

された信号を受信装置（移動局）で受信する場面を特許請求の範囲として規

定するものである。他方、乙５に開示されたマッピング方法は、ダウンリン

クの信号、すなわち基地局から移動局に向けて送信される信号を、基地局で

どのように生成処理するかを規定したものであって、受信装置（移動局）の

側でこれをどのように受信するかを規定するものではない。 15 

したがって、受信装置（移動局）側について規定するものではない点で、

乙５に開示されたマッピング方法は、本件発明と相違する。 

しかしながら、本件発明は、受信方法や受信装置（移動局）の具体的な構

成を何ら規定しておらず、本件発明は、乙５に開示されたマッピング方法に

よりマッピングされた信号が受信装置（移動局）で受信されることを規定し20 

たという以上の内容を有しないから、当業者が容易に想起し得るものといえ

る。 

したがって、本件発明は、乙５の開示内容に照らし、進歩性を欠く。 

 （原告の主張） 

⑴ 本件発明の内容は、優先権主張の基礎出願書類（甲７、乙４）に開示され25 

ているから、優先権が認められないことを前提とする被告の主張には理由が
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ない。 

  すなわち、本件発明においては、受信方法ないし受信装置の特徴として、

所定の式等に従ってACK/NACK信号等を受信する構成が規定されている。そ

して、本件発明における受信方法ないし受信装置の特徴である、所定の式等

に従ったACK/NACK信号等の受信に係る構成に対応して、本件各明細書等の5 

発明の詳細な説明の【００３９】ないし【００４３】の実施例として、当該

所定の式等に従ってACK/NACK信号等を伝送する（受信機側から見れば受信

することに相当する。）ことが開示されている。 

  この点につき、本件特許の優先権主張の基礎とされた米国仮出願（甲７）

の開示内容についてみると、上記の本件特許の実施例に相当する内容が開示10 

されている。また、乙４においても、【００１５】や【００３６】ないし【０

０４３】において、上記の本件特許の実施例に相当する内容が開示されてい

る。 

⑵ したがって、本件発明において受信方法ないし受信装置の特徴として規定

された、所定の式等に従ったACK/NACK信号等を受信する構成については、15 

これに対応する技術的事項が、優先権の基礎出願である甲７及び乙４のいず

れにも開示されている。 

したがって、本件発明についてその基礎出願に基づく優先権主張が認めら

れないとする被告の主張は、誤りである。 

 ９ 争点４（ＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思の有無等）について 20 

（被告の主張） 

  以下で述べるとおり、被告はＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思

を有する者であるから、原告による本件特許権に基づく差止請求権の行使は、

権利の濫用に当たり許されない。 

⑴ 交渉の経緯等 25 

ＡＳＵＳ台湾及び被告は、原告の連絡に対して速やかに対応し、面談を重
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ね、原告が提示したライセンス条件の不合理な点を迅速かつ具体的に指摘し

た上で、対案も速やかに提示し、かつ、それがＦＲＡＮＤ条件であることの

根拠も説明してきた。他方、原告は、ライセンス条件の計算根拠を提示する

ことを２０２０年８月に約束したにもかかわらず、翌年５月になってようや

くこれを開示したこと、米国訴訟を提起して世界全体の交渉の進行を止めて5 

米国特許についてのみ和解したこと、原告保有特許が５Ｇ規格もカバーする

と主張してライセンス条件を提示したにもかかわらず、５Ｇ規格のクレーム

チャートを２０２２年４月まで提示しなかったことなどを踏まえると、原告

において、積極的にＡＳＵＳ台湾との間でライセンス契約締結を促進するた

めの対応を行ってきたとはいい難い。 10 

また、原告がＡＳＵＳ台湾に通知を行った２０２０年６月１８日以降、原

告とＡＳＵＳ台湾は、約６か月、原告が提示したクレームチャートについて

の技術論を行ったほか、原告が米国でＡＳＵＳ台湾を提訴したことにより約

４か月、交渉が中断していた時期があった。そして、原告が、原告の提示す

るライセンス条件の算定根拠を初めて提示したのは２０２１年５月であり、15 

米国訴訟による交渉の中断がその後に生じたことからすれば、現時点までに

ライセンスの合意に至っていないことをもって、ＡＳＵＳ台湾及び被告がラ

イセンスを受ける意思を有していないということはできない。 

さらに、原告とＡＳＵＳ台湾の間には、妥当とするライセンス料率につい

て大きな意見の隔絶が長期間にわたって存在したが、これは、ＡＳＵＳ台湾20 

の提示するライセンス条件がＦＲＡＮＤ条件であるのに対し、原告がＦＲＡ

ＮＤ条件ではないライセンス条件に固執したからである。このような事情に

よれば、ＡＳＵＳ台湾及び被告が、原告が提示するライセンス条件を受け入

れなかったことをもって、ＡＳＵＳ台湾及び被告がライセンスを受ける意思

を有していないということはできない。 25 

したがって、被告は、ＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思を有
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する者である。 

  ⑵ 被告の対応は誠実な交渉とはいえないとの原告の主張について 

   ア ＬＴＥ規格のクレームチャートに対する回答時期について 

     原告は、原告が提示したＬＴＥ規格のクレームチャートに対するＡＳＵ

Ｓ台湾の回答が不合理に遅かったと主張するものの、当該クレームチャー5 

トについて、ＡＳＵＳ台湾が初めて原告から説明を受けた日に、ＡＳＵＳ

台湾は、原告に対し、ベンダからの回答を待つ必要があることを説明して

おり、これに対して原告は何も異議を述べなかった。そして、ＡＳＵＳ台

湾は、ベンダの確認に時間を要したもの以外は、速やかに回答している。 

     したがって、当該クレームチャートに関する事情は、ＡＳＵＳ台湾の対10 

応が不誠実であったことを基礎付ける事情とはいえない。 

   イ 対案の提示時期及び内容について 

     原告は、２０２０年８月２８日の段階で、Unwired Planet v. Huawei 判決

に基づいてライセンス条件を決定したと説明したのであるから、ＡＳＵＳ

台湾において、同日以降は対案の検討が可能であったなどとして、ＡＳＵ15 

Ｓ台湾の対案の提示が不合理に遅いと主張する。 

     しかしながら、「Unwired Planet v. Huawei 判決に基づいてライセンス条

件を決定した」という２０２０年８月２８日時点の説明だけでは、同判決

の算定方法に準拠したのか否か、あるいは、どのような数値を用いてライ

センス条件を決定したのかが不明であり、原告の提示する条件がＦＲＡＮ20 

Ｄ条件であるか否かを判断することはできない。ＡＳＵＳ台湾は、原告に

対し、同日、ライセンス条件の算定根拠を提示するよう要請したが、実際

に原告が被告の要請を踏まえて算定根拠を提示したのは２０２１年５月

１３日になってからである。そして、同日以降、ＡＳＵＳ台湾及び原告は、

原告が提示したライセンス条件の計算方法に関して議論を行い、最終的に25 

対案検討のための情報が揃ったのは同年６月２３日であり、被告はその４



 49 

０日後である同年８月３日に対案を提示しているから、不合理に遅いなど

とはいえない。 

     そして、当該対案の内容は、下記のとおりＦＲＡＮＤ条件であったから、

ＦＲＡＮＤ条件ではないとの原告の主張は、失当である。 

   ウ 米国訴訟中の交渉態度について 5 

原告は、訴訟係属中であっても、交渉を進めることは可能なはずであり、

米国訴訟の継続は交渉遅延を正当化する理由には当たらないなどと主張

する。 

しかしながら、原告が米国で訴訟提起したことによって、ＡＳＵＳ台湾

は、知財担当者のリソースを米国の訴訟対応に割かざるを得なくなったた10 

め、事実上、全世界的なライセンス交渉の進行が妨げられることになった。

それでも、ＡＳＵＳ台湾は、米国訴訟係属中も原告との交渉を継続的に試

みていたが、原告が、２０２１年８月３日のＡＳＵＳ台湾による対案に対

して、一切歩み寄りを示さず、相変わらず●（省略）●という高額なライ

センス条件を固持したことから、交渉は進展しなかった。 15 

したがって、米国訴訟係属中に交渉が進展しなかったのは、このような

原告の硬直的な交渉態度にもよるのであり、ＡＳＵＳ台湾の交渉態度が不

誠実であると評価されるべき事情はない。 

   エ ５Ｇ規格のクレームチャートの提示要請について 

     原告は、原告が提示したライセンス条件はＬＴＥ規格に係る特許に基づ20 

いて算出されたものであるから、５Ｇ規格のクレームチャートを提示する

必要はなかった旨主張する。 

しかしながら、Unwired Planet v. Huawei 判決によれば、全通信規格のラ

イセンス料に占める特定の規格の割合を考慮してライセンス条件を定め

ることになるところ、原告が提示したライセンス条件は、全通信規格のラ25 

イセンス料に占めるＬＴＥ規格の割合を乗じることなく算出するもので
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あったため、ＡＳＵＳ台湾がそのような計算は不当であると指摘したとこ

ろ、原告は、原告ポートフォリオの特許の大部分は５Ｇ規格の標準必須特

許でもあるから、規格間の配分割合を考慮する必要はないと主張するに至

った。このような原告の提案は、Unwired Planet v. Huawei 判決の考え方に

よれば、ＬＴＥ規格の標準必須特許のみならず、５Ｇ規格の標準必須特許5 

についてのライセンス料をも含むライセンス条件の提案でなければなら

ないことになるため、そうであれば、原告は、ＬＴＥ規格だけでなく、５

Ｇ規格に準拠したクレームチャートを提示する必要がある。したがって、

ＡＳＵＳ台湾において５Ｇ規格のクレームチャートの提示を要請するこ

とが単なる時間稼ぎであるとの原告の主張には、全く理由がない。 10 

   オ ５Ｇ規格のクレームチャートのベンダ確認について 

     原告は、ＡＳＵＳ台湾が５Ｇ規格のクレームチャートのベンダ確認を理

由に交渉を引き延ばした旨主張する。 

しかしながら、上記のとおり、原告は、実質的に５Ｇ規格の標準必須特

許についてのライセンス料を含むライセンス条件を提示しているから、５15 

Ｇ規格のクレームチャートの検討が必要となるのは当然である。したがっ

て、ＡＳＵＳ台湾の交渉態度に何ら不誠実な点はない。 

   カ 和解協議における対応について 

原告は、被告側が、グローバルライセンスによる和解に向けた話合いを

拒んだことは不誠実であると主張する。しかしながら、別件の和解協議で20 

は、係争特許に限っても当事者間の主張に大きな隔たりがあり、仮にグロ

ーバルライセンスによる和解に向けた話合いを行ったとしても、係争特許

以外の日本の国内外の特許も含めて合意に至るのは、より一層困難である

ことが予想されたのであるから、原告の主張は失当である。 

   キ ２０２２年１２月以降の被告の交渉態度について 25 

原告は、被告が春節休暇を口実に不当に交渉を遅延させた旨主張する。
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しかしながら、交渉の流れを全体としてみれば、交渉を遅延させたのは被

告側ではない。例えば、原告は、返信期限である２０２３年１月６日にな

っても返信をしなかった上、ＡＳＵＳ台湾から、２月には春節の休暇があ

るのでその間は会社としての意思決定が難しくなる可能性があることを

伝えられたにもかかわらず、原告は、同年１月１４日のメールにおいて、5 

何ら具体的な対案を提示せず、従前の原告提示の料率に固執することを述

べたのみであった。このような原告の提示に対し、被告及びＡＳＵＳ台湾

が更なる譲歩案を提示することは極めて難しく、返答に時間を要するのは

当然である。それにもかかわらず、被告及びＡＳＵＳ台湾は、交渉を進め

ようとして、同年３月２４日、原告の提示する料率はＳＥＰ（標準必須特10 

許をいう。以下同じ。）と非ＳＥＰを抱き合わせたものであるが非ＳＥＰは

不要である旨を回答している。したがって、被告が春節休暇を理由に交渉

を遅延させたなどということは一切ない。 

また、原告は、乙８１や乙８７のメールが不要であり交渉を遅延させる

ものであった旨主張するが、それらは変更点や詳細を確認するものであり、15 

必要なものであったから、交渉を遅延させるようなものではない。 

  ⑶ 原告の対応が終始誠実であったとの原告の主張について 

原告は、原告の対応は誠実であったと主張するが、仮に、原告の交渉態度

が誠実であったとしても、そのことから直ちに被告の交渉態度が不誠実であ

ったことにはならないし、被告の交渉態度が誠実であったことは上記のとお20 

りであるから、原告の反論は的外れである。 

⑷ 原告が提示したライセンス条件はＦＲＡＮＤ条件ではないこと 

ア 累積ロイヤリティ料率 

  乙４０について 

●（省略）●累積ロイヤリティ料率は、２００８年の調査によれば２25 

３．６％、２０１１年の調査によれば３０％であり、その平均が約２７％
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であることが記載されている。しかしながら、当該記事には、この２つ

の調査が、どのような者によって、どのような目的で、どのような方法

で行われたかなどは、一切記載されておらず、当該記事は、信憑性、信

用性に乏しいといわざるを得ない。 

これに対し、原告は、乙４０について、多くの独立第三者機関の調査5 

によっても裏付けられている旨主張するものの、「多くの独立第三者機

関」の一例として、ＡＢＩリサーチを挙げているにすぎない。また、乙

４０の筆者が、累積ロイヤリティ料率が２５～３０％を下回るとは考え

にくいとする根拠は、「ＬＴＥロイヤリティ料率の予測を個別に発表し

た大手標準必須特許保有者（３８社のうち）９社（一桁の累積ロイヤリ10 

ティ料率を提唱するものが多かった。）に基づくだけでも、ＬＴＥ累積ロ

イヤリティ料率は約１５％に達している」ことにあるようである。しか

しながら、標準必須特許保有者は、自らの保有する標準必須特許のロイ

ヤリティ料率を高く見積もっておいた方が有利な立場にあるから、標準

必須特許保有者が一方的に公表した自社のロイヤリティ料率をそのま15 

ま積算することは妥当ではない。むしろ、「一桁の累積ロイヤリティ料率

を提唱するものが多かった」と記載されているとおり、累積ロイヤリテ

ィ料率に関する標準必須特許保有者の認識は、乙４１ないし４３の裁判

例（６～１０％）と整合する内容となっている。 

以上のとおり、乙４０は、客観性を著しく欠いており、ライセンス交20 

渉において参照されるべき資料とはいえない。 

     乙４１ないし４３の裁判例について 

      裁判例においては、ＬＴＥ規格の累積ロイヤリティ料率は、Unwired 

Planet v. Huawei 判決（２０１７年）において８．８％（乙４１）、TCL v. 

Ericsson 判決（２０１７年）において６～１０％（乙４２）、Huawei v. 25 

Samsung 判決（２０１８年）において６～８％（乙４３）が妥当である
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と認定されており、●（省略）●という数字は、裁判実務から逸脱して

いる。 

     ＬＴＥ通信が可能であることによる商品価値について 

      原告は、ハードウェアに大きな違いのない iPod touch 第７世代と iPho

ne11 を比較して、後者の方が高額なのは、後者は前者とは異なりＬＴＥ5 

通信が可能であるからであると主張し、ＬＴＥ規格の累積ロイヤリティ

料率を●（省略）●と評価することに合理性があると主張する。しかし

ながら、iPod touch 第７世代と iPhone11 の価格差が、ＬＴＥ通信が可能

かどうかに起因することは何ら立証されていない上、これらにおいては、

内蔵されている CPU（ハードウェア）の性能が全く異なるから、ハード10 

ウェアに大きな違いはないとの原告の主張は、事実と異なる。 

   イ ＬＴＥ規格の標準必須特許の個数と配分 

     ＬＴＥ規格の標準必須特許の個数 

原告は、Unwired Planet v. Huawei 判決を根拠に、ＬＴＥ規格の標準必

須特許の個数は８００個であると主張する。しかしながら、ＬＴＥ規格15 

の標準必須特許の個数はＬＴＥ規格が更新されるにしたがって増加し

ていくはずであり、原告が条件提示を行った時点においては８００個よ

りも多いと考えられるから、この数字をそのまま用いるのは適切ではな

い。また、５Ｇ規格については、５Ｇ規格の標準必須特許の個数を分母

として計算する必要がある。 20 

     配分 

Unwired Planet v. Huawei 判決では、ＬＴＥ（４Ｇ）規格、３Ｇ規格、

２Ｇ規格に対応する製品について、ＬＴＥ（４Ｇ）規格、３Ｇ規格、２

Ｇ規格のロイヤリティの割合を７０：２０：１０とすることが一般的で

あると判示されている（乙４１）。すなわち、ＬＴＥ（４Ｇ）規格に対応25 

した製品において、その旧世代の３Ｇ規格、２Ｇ規格のロイヤリティは、
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累積ロイヤリティ料率のうちそれぞれ２０％、１０％と低率となる。こ

れによれば、５Ｇ規格に対応する製品について、累積ロイヤリティ料率

に占める５Ｇ規格、ＬＴＥ（４Ｇ）規格、３Ｇ規格のロイヤリティの割

合は、上記と平仄を合わせ、７０：２０：１０とすべきことになる。 

そうすると、ＬＴＥ（４Ｇ）規格に対応した製品におけるＬＴＥ（４5 

Ｇ）規格のロイヤリティ割合は７０％であるのに対し、５Ｇ規格に対応

した製品におけるＬＴＥ（４Ｇ）のロイヤリティ割合は２０％であるこ

とになる。このように、ＬＴＥ規格に対応した製品における各世代の累

積ロイヤリティ料率に占める割合と、５Ｇ規格に対応した製品における

各世代の累積ロイヤリティ料率に占める割合は異なり、かつ、標準必須10 

特許の個数も異なるから、それぞれの製品について計算が必要になる。 

しかしながら、原告の計算は、原告保有特許のうち何個がＬＴＥ規格

の標準必須特許であり、何個が５Ｇ規格の標準必須特許であるかすら明

示しておらず、およそ合理的な計算とはいえない。 

ウ 小括 15 

以上のとおり、原告の提案するライセンス条件はＦＲＡＮＤ条件とはい

えない。 

⑸ ＡＳＵＳ台湾が示した対案がＦＲＡＮＤ条件であること 

ア 計算 

  ＡＳＵＳ台湾が提示した対案は、実在するパテントプールである Via 20 

Licensing（乙４４の１ないし３）のＬＴＥ規格に関するロイヤリティ料率

の計算方法を用いて、原告特許の特許ファミリー数を基にライセンス条件

を計算したものである（乙３２の２）。 

具体的には、ＡＳＵＳ台湾の全世界の２０２１年のＬＴＥ規格に対応し

た携帯電話の販売台数は●（省略）●であり、これを前提とすると、Via L25 

icensing のロイヤリティ料率は、１台当たり●（省略）●である（乙３２の
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２・３頁）。●（省略）● 

上記のＬＴＥ規格に関するロイヤリティ料率●（省略）●は、ＬＴＥ（４

Ｇ）規格、３Ｇ規格、２Ｇ規格に対応する携帯電話に関するものであると

ころ、複数の通信規格に対応する場合、累積ロイヤリティ料率を各通信規

格の特許群ごとに配分するのが相当である。そして、Unwired Planet v. 5 

Huawei 判決では、ＬＴＥ（４Ｇ）規格、３Ｇ規格、２Ｇ規格に対応する製

品について、ＬＴＥ（４Ｇ）規格、３Ｇ規格、２Ｇ規格のロイヤリティの

割合を７０：２０：１０とすることが一般的であると判示されているとこ

ろ、ＡＳＵＳ台湾が販売する携帯電話は、概ね５Ｇ規格、ＬＴＥ（４Ｇ）

規格、３Ｇ規格に対応するものへと移行しているところであるから、５Ｇ10 

規格、 ＬＴＥ（４Ｇ）規格、３Ｇ規格のロイヤリティの割合は、上記と同

様に７０：２０：１０とするべきである。したがって、累積ロイヤリティ

料率におけるＬＴＥ規格に関する配分は２０％となる。 

以上を踏まえると、ＡＳＵＳ台湾が原告に支払うべきロイヤリティ料率

は、以下の式により、携帯電話１台当たり、●（省略）●と見積もられる。 15 

●（省略）● 

イ ＡＳＵＳ台湾が原告に示した対案となるライセンス条件の評価 

Via Licensing には、多くの標準必須特許保有者が参加しているから、被

告の計算方法は、合理的、非差別的であり、ＦＲＡＮＤ条件に合致してい

る。また、これを踏まえたＡＳＵＳ台湾が原告に支払うべきロイヤリティ20 

料率の算定も、客観的で合理性がある。 

したがって、ＡＳＵＳ台湾の提案はＦＲＡＮＤ条件であるといえる。 

ウ 原告の主張について 

  原告は、Via Licensing に参加している企業はＮＰＥ（Non Practicing En

tity〔不実施主体〕。以下同じ。）ではないから参加企業にはライセンス料25 

率を低く抑えたいという動機が存在し、Via Licensing のロイヤリティ料率
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を本件にそのまま適用することは適切ではないと主張する。しかしながら、

Via Licensingに参加している企業の一つである IP Bridge はＮＰＥである。

また、Via Licensing のライセンス料率は、公開されている情報から逆算し

て計算すると、累積ロイヤリティ料率を約８．９３％とするものであり、

妥当な料率である。 5 

また、原告は、Via Licensing における特許ポイントを特許ファミリー数

に比例するものとして見積もるのは不当であると主張するものの、ＡＳＵ

Ｓ台湾は Via Licensing に対して秘密保持義務を負っており、Via Licensing

における実際のライセンス料の詳細を開示することはできないし、Via 

Licensing は、特許ポイントの算定方法を公表していないため、原告保有特10 

許が、Via licensing における特許ファミリー１件の平均特許ポイントであ

ると仮定して計算を行うほかない。 

さらに、原告は、５Ｇ通信が可能な場所は限定的であるから、５Ｇ規格

よりもＬＴＥ規格の方がロイヤリティの割合は高いなどと主張するもの

の、原告の主張は、上記 Unwired Planet v. Huawei 判決とは相容れない考え15 

方であり、失当である。 

⑹ ２０２３年６月２８日の被告提案（以下「被告提案③」という。）はＦＲＡ

ＮＤ条件であること 

ア 被告提案③の内容 

●（省略）● 

このように、被告提案③は、公平、合理的なものであって、ＦＲＡＮＤ

条件である。 

（原告の主張） 

  以下で述べるとおり、被告はＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思25 

を有する者とはいえない。 

⑴ 被告の対応は誠実な交渉とはいえないこと 
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被告は、ＡＳＵＳ台湾及び被告が原告とのライセンス交渉に際し速やかに

対応してきた旨主張するものの、以下に述べるとおり、被告の主張は、本件

での実際の交渉経緯に照らし、誤りである。 

   ア ＬＴＥ規格のクレームチャートに対する回答時期 

     原告は、２０２０年９月２２日、ＡＳＵＳ台湾に対し、特許１０件のク5 

レームチャートを提示したが（甲８）、ＡＳＵＳ台湾は、ベンダへの確認

に時間が掛かることを理由にして、回答を不合理に引き延ばし、下表に掲

げる各特許について、下表の「回答日」になって初めて回答を行った。 

 

特許 回答日 回答に要した日数 

●（省

略）● 

2020年11月27日 

（乙18） 
66日 

●（省

略）● 

2020年12月15日 

（乙19、甲9） 
84日 

●（省

略）● 

2020年12月31日 

（乙21、甲10） 
100日 

●（省

略）● 

2021年4月23日 

（乙28、甲11） 
213日 

 10 

まず、●（省略）●は、ユーザインターフェイスの特許であって端末内

部の機械的構成等が問題となるような特許ではないため、これらに関して

ベンダに確認しなければ回答できない事項は存在しない。また、それ以外

の特許についても、原告はＬＴＥ規格を根拠に侵害立証をしているのであ

るから、対象製品がＬＴＥ規格に準拠している以上、端末内部の機械的構15 

成等を確認する必要はなく、やはりベンダに確認しなければ回答ができな

い事項は存在しない。したがって、ベンダへの確認に時間が掛かったとす
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るＡＳＵＳ台湾の主張は、不合理なものである。 

   イ 対案の提示時期及び内容 

原告は、２０２０年８月２８日にライセンス条件を提示するとともに、

Unwired Planet v. Huawei判決に基づいてライセンス条件を決定した旨を伝

え、更に２０２１年５月１３日にライセンス条件の補足説明を加えた（乙5 

２９の１、２）。したがって、ライセンス条件の計算根拠は、２０２０年

８月２８日時点で既にＡＳＵＳ台湾に提示されていたのであり、それ以降

であれば、ＡＳＵＳ台湾は対案を検討、提示することが十分に可能であっ

た。まして、原告による２０２１年５月１３日のライセンス条件の補足説

明以降は、ＡＳＵＳ台湾は、速やかにライセンス条件の対案を示すべきで10 

あったといえる。 

しかしながら、実際には、ＡＳＵＳ台湾がライセンス条件の対案を提示

したのは、２０２１年８月３日であり、原告によるライセンス条件の提示

から３４０日、ライセンス条件の補足説明を加えてから８２日、それぞれ

掛かっていることになるが、これだけの日数が掛かったことについて、被15 

告から合理的な説明は一切ない。したがって、被告側のライセンス条件の

対案の提示は、不合理に遅いものであり、その交渉態度は誠実とはいえな

い。 

加えて、その対案の内容であるライセンス条件は、下記⑷のとおり、明

らかに不合理なものであり、その点からも、被告の交渉態度が誠実なもの20 

といえないことは明らかである。特に、下記⑷の図が示すとおり、被告提

案①及び②は極めて低廉であり、ＦＲＡＮＤ条件からは著しく乖離してい

るところ、被告は、約２年もの長期間にわたって、このような不合理な料

率に固執してきたものであり、被告の交渉態度の不誠実性が如実に表れて

いる。 25 

   ウ 米国訴訟中の交渉態度 
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被告は、米国訴訟係属中にライセンス交渉が中断したことを、交渉の進

行が遅くなった理由の１つとして挙げているが、訴訟係属中であっても、

交渉を進めることは可能なはずであるから、米国訴訟の係属は交渉遅延を

正当化する理由にはならない。 

これに対し、被告は、原告が高額なライセンス条件を固持したことから、5 

米国訴訟の係属中に交渉が進展しなかったと主張するものの、交渉が進展

しなかったのは、低額なライセンス条件を固持した被告側に責任がある。 

   エ ５Ｇ規格のクレームチャートの提示要請 

     ＡＳＵＳ台湾は、２０２２年４月１５日、原告に対し、ライセンス条件

の検討のために必要であるとして、５Ｇ規格のクレームチャートの提示を10 

要請した（乙３６）。しかしながら、そもそも原告が被告側に示したライ

センス条件は、ＬＴＥ規格に係る特許に基づいて算出されたものであるか

ら（甲１２・１０頁）、原告がＡＳＵＳ台湾に対し５Ｇ規格のクレームチ

ャートを提示する必要はない。 

     ●（省略）● 15 

   オ ５Ｇ規格のクレームチャートのベンダ確認 

     被告は、２０２２年４月２７日、５Ｇ規格のクレームチャートをベンダ

に共有することを要請しているが、上記のとおり、そもそもＬＴＥ規格に

係る特許に基づく原告のライセンス条件の提示に対し、５Ｇ規格のクレー

ムチャートの検討を理由に交渉を遅延させること自体、不誠実な交渉態度20 

である。加えて、実際に被告から返答があったのは、同年７月２９日であ

った（甲１３）。 

   カ 本件訴訟における和解交渉でもグローバルライセンスによる解決を拒

否し続けたこと 

     原告は、本件訴訟手続の中で、裁判所による心証開示を踏まえた和解勧25 

奨が行われた際、グローバルライセンスによる裁判所での和解を提案した。
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これは、本件訴訟を含む一連の紛争の一回的解決のためには、グローバル

ライセンスによる解決が最も適切かつ合理的であるからである。しかしな

がら、被告は、本件及び別件の訴訟において、訴訟の対象である日本特許

に限定した和解に固執し、グローバルライセンスによる一回的解決に向け

た交渉に応じることはなかった。訴訟提起された一国のみで、しかも訴訟5 

の対象とされた特許のみに限定してライセンス合意をするだけでは、一回

的な解決に資さないことは明白である。 

仮に被告が、真にＦＲＡＮＤ条件でのライセンス合意に向けた解決の意

思を有するのであれば、本件訴訟での上記和解交渉の中で、グローバルラ

イセンスによる解決に向けた交渉を行うことはできたはずであるが、被告10 

は、合理的な理由なくこれを拒んだ。 

   キ ２０２２年１２月以降の被告の交渉態度 

     被告は、２０２３年１月から３月の間、原告からの連絡に対する協議結

果の返信まで２か月以上を掛けるなど、春節休暇を口実に不当に交渉を遅

延させた上、同年３月２７日（乙８１）及び同年４月１１日（乙８７）に15 

は不必要な質問をしたりして、交渉を遅延させた。 

 ⑵ 原告の対応は終始誠実であったこと 

  ア ライセンス条件の計算根拠の提示時期について 

    被告は、原告がライセンス条件の計算根拠を２０２１年５月になってよ

うやく開示した旨主張する。しかしながら、そもそも原告は、被告に対し、20 

第１回交渉時である２０２０年８月２８日に、ライセンス条件がUnwired 

Planet v. Huawei判決に基づくものである旨説明している（乙１１）。した

がって、原告が被告に対しライセンス条件の計算根拠を初めて開示したの

が２０２１年５月であるかのような被告の主張は、事実に反する。 

    また、ライセンス条件についての議論が、２０２０年８月２８日から２25 

０２１年５月まで行われなかったのは、ライセンス条件の議論に先行して、
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技術的な議論（侵害論）を行わせることが双方の了解事項であったからで

ある。 

  イ 米国訴訟の提起と和解について 

被告は、原告が米国訴訟を提起して世界全体の交渉の進行を止めて米国

特許についてのみ和解したと主張するが、誤りである。すなわち、まず、5 

そもそも米国訴訟の係属中であっても、交渉を継続することは可能であり、

米国訴訟の提起により交渉の進行を止めたというのは誤りである。また、

原告が米国訴訟を提起したのは、交渉の進行を阻害するためのものでは全

くなく、被告による遅々とした不誠実な交渉態度を踏まえ、正当な権利を

遅滞なく実現するためにやむを得ず提訴に至ったものである。 10 

加えて、当該米国訴訟は、米国訴訟法上の和解によって終結したわけで

はなく、ＡＳＵＳ台湾からOffer of Judgment（和解提示）がされたことを

受け、原告は、米国におけるＡＳＵＳ台湾の売上げが小さいことや訴訟費

用等を勘案してOffer of Judgmentを受け入れたものである。したがって、

対象特許全体についての交渉によるグローバルな解決をせずに、訴訟で問15 

題となった米国特許及び製品についてのみに限定した決着を主導したの

は、ＡＳＵＳ台湾であって、原告ではない。さらに、Offer of Judgmentの

内容は、特許１件について●（省略）●という条件を基準としたものであ

るが、原告が保有する標準必須特許の件数は少なくとも●（省略）●存在

するため、原告の標準必須特許全体を対象にした場合に、当該Offer of Ju20 

dgmentを前提にすれば、●（省略）●となる。そして、この金額は、原告

のライセンス条件の提案と大きく乖離するものではない。 

   ウ ５Ｇ規格のクレームチャートの提示時期について 

被告は、原告が５Ｇ規格のクレームチャートを２０２２年４月まで提示

しなかった旨主張するが、そもそも上記のとおり、５Ｇ規格のクレームチ25 

ャートの提示は必要なものではない。 
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   エ 小括 

以上のとおり、原告の交渉態度が不誠実であるとして被告が主張する点

は、いずれも誤りであり、原告の交渉態度は、終始誠実なものであったと

いえる。 

⑶ 原告が提示したライセンス条件がＦＲＡＮＤ条件であること 5 

ア 原告提示の料率 

●（省略）● 

   イ トップダウンアプローチにより算定される料率 

     トップダウンアプローチによれば、料率は以下の式によって算定される。 10 

（ＬＴＥの累積ロイヤリティ料率）×（原告特許ポートフォリオのシェ

ア） 

 累積ロイヤリティ料率 

  ●（省略）● 

     乙４１ないし４３の裁判例について 15 

●（省略）● 

     ＬＴＥ通信可能であるか否かは商品の価値を大きく左右すること 

      一般論として、ＬＴＥ通信が可能であるかということは、商品の価値

を大きく左右する。例えば、iPodとiPhoneでは用いているハードウェアに

大きな違いはなく、製造コストには僅かな差異しかないと思われるが、20 

両者の価格には大きな隔たりがある。この価格の差は、ＬＴＥ通信が可

能かどうかに起因するものであり、換言すればＬＴＥ標準必須特許の価

値に他ならない。したがって、ＬＴＥの累積ロイヤリティ料率を●（省

略）●と評価することには合理性がある。 

     ＬＴＥの標準必須特許のファミリー数 25 

Unwired Planet v. Huawei判決に基づけば、ＬＴＥの標準必須特許のフ

ァミリー数は約８００と見積もることができる。 
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これに対し、被告は、ＬＴＥの標準必須特許の個数はＬＴＥ規格が更

新されるにしたがって増加していくから、原告が条件提示を行った時点

においては、Unwired Planet v. Huawei判決における８００個より多いと

主張する。しかしながら、同判決において、８００という数字は、Huawei

による分析と、Unwired Planetによる分析を踏まえて、概算されたものに5 

すぎない。そして、上記判決時点の２０１７年から、８００という概算

値を修正するほどＬＴＥの標準必須特許の数が増加しているとも考え

にくいから、８００という概算値は妥当である。 

 原告が保有する特許ポートフォリオのシェア 

原告が保有する特許ポートフォリオにおいて、少なくとも●（省略）10 

●以上の特許ファミリーがＬＴＥの標準必須特許であるから、原告のＬ

ＴＥの標準必須特許のシェアは、少なくとも●（省略）●である。 

     ５Ｇとの配分について 

      被告は、５Ｇ製品と５Ｇ未対応のＬＴＥ製品とでは、ＬＴＥの累積ロ

イヤリティ料率が異なる旨主張する。しかしながら、ＬＴＥの持つ価値15 

自体は変わらないと考えられる以上、５Ｇ製品とＬＴＥ製品との間で、

ＬＴＥの累積ロイヤリティ料率を変動させる合理的理由は存在しない。 

また、被告は、Unwired Planet v. Huawei判決において、ＬＴＥ規格、３

Ｇ規格、２Ｇ規格に対応した製品についての各規格のロイヤリティの割

合が、ＬＴＥ規格：３Ｇ規格：２Ｇ規格＝７０：２０：１０とされたこ20 

とから、５Ｇに対応した製品における各規格のロイヤリティの割合も、

５Ｇ規格：ＬＴＥ規格：３Ｇ規格＝７０：２０：１０とすべきである旨

主張する。しかしながら、現在、５Ｇ通信ができる場所は限定的である

から（甲２０）、被告の主張に理由はない。 

そもそも、原告の算出方法においては全通信規格のライセンス料に占25 

めるＬＴＥ規格の割合を乗じる必要がない上、Unwired Planet v. Huawei
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判決においては、クロスチェックとしてＬＴＥの累積ロイヤリティが求

められたにすぎない。 

 原告のＬＴＥの標準必須特許ポートフォリオの料率 

●（省略）● 

  ⑷ ＡＳＵＳ台湾が提示したライセンス条件がＦＲＡＮＤ条件でないこと 5 

   ア 被告提示の料率 

    ●（省略）● 

   イ 原告提示の条件に比べて著しく低いこと 10 

     被告提示の料率は、●（省略）●であり、原告が複数の他社と締結した

グローバルなライセンス契約と比べ低廉であるし、関連する米国訴訟での

Offer of Judgementで合意された料率及び上記ＦＲＡＮＤ条件である原告提

示の料率のいずれと比べても、少なくとも●（省略）●異なっており、合

理的な料率からは著しく乖離したものである。したがって、被告提示のロ15 

イヤリティ料率がＦＲＡＮＤ条件でないことは明らかである。 

     ●（省略）● 

ウ Via Licensingのロイヤリティ料率 

被告は、Via Licensing のロイヤリティ料率を用いて計算しているが、Via 

Licensingに参加している企業は、いずれもＮＰＥではないため、参加企業20 

にはライセンス料を低く抑えたいという動機が存在する。したがって、Via 

Licensingが提示するロイヤリティ料率も低く抑えられたものであるから、

Via Licensingのロイヤリティ料率をそのまま本件に適用することは適切で

はない。 

   エ ファミリー数の算定 25 

     Via Licensingが保有するＬＴＥ規格の標準必須特許のファミリー数は、

ファミリー数が特許ポイントに比例するという前提に立って見積もられ

ているようであるが、そのような保証は全くなく、上記見積りの信憑性は
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低い。 

したがって、被告によるファミリー数の算定は適切ではない。 

   オ 配分 

     被告は、５Ｇ規格に対応した製品における各規格のロイヤリティの割合

は、５Ｇ規格：ＬＴＥ規格：３Ｇ規格＝７０：２０：１０であると主張す5 

るものの、上記のとおり、現在、５Ｇ通信ができる場所は限定的であるか

ら（甲２０）、５ＧよりもＬＴＥの方がロイヤリティの割合は高いと考え

られる。 

また、被告は、ロイヤリティ額を算定するに当たり、「（５Ｇ製品にお

いてＬＴＥが占めるウェイト）／（４Ｇ製品においてＬＴＥが占めるウェ10 

イト）」というファクターをかけている。しかしながら、５Ｇの価値が高

まることによって、５Ｇ製品におけるＬＴＥの相対的な価値が減少するこ

とはあったとしても、ＬＴＥ製品においても５Ｇ製品においても、ＬＴＥ

通信が可能であることの絶対的な価値は不変と考えられるため、上記ファ

クターをかけるべき合理的根拠が不明である。 15 

10 争点５（損害額）について 

 （原告の主張） 

⑴ 特許法１０２条３項及び４項に基づく損害賠償額 

  被告は、ＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思を有するとはいえ

ないから、損害賠償額は、ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額に制限20 

されることはない。そこで、特許法１０２条３項及び４項に基づく損害賠償

額について主張する。 

ア 特許法１０２条３項に基づく推定 

知的財産高等裁判所平成３０年（ネ）第１００６３号令和元年６月７日

特別部判決（以下「令和元年大合議判決」という。）において、特許法１25 

０２条３項によって算定する実施に対し受けるべき料率の認定において
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は、①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明

らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当

該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものに

よる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利

益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の5 

営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮することとされているので、以

下では、上記も踏まえて、本件について検討する。 

 まず、①（当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、

それが明らかでない場合には業界における実施料の相場）については、

『知的財産の価値評価を踏まえた 特許等の活用の在り方に関する調査10 

研究報告書』によれば、特許権のロイヤリティ料率の平均値は、本件特

許のＩＰＣ分類が属する電機分野で２．９％、全分野の平均で３．７％

となっている（甲３２・４頁目等）。これらは、本件特許の実施料率の

算定に当たって参照し得るものである。 

 次に、②（当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重15 

要性、他のものによる代替可能性）について、本件特許はＬＴＥ規格上

必須とされており、ＬＴＥ規格に準拠するためには必ず実装しなければ

ならないものである。そのため、ＬＴＥ規格に準拠する被告製品にとっ

て、本件発明は必要不可欠かつ代替可能性もなく、極めて重要な価値を

有するといえる。 20 

 また、③（当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益へ

の貢献や侵害の態様）については、上記のとおり本件特許はＬＴＥ規格

上必須とされ、ＬＴＥ規格に準拠するためには実装が必須である。すな

わち、本件特許を被告製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献は、

被告製品がＬＴＥ規格に準拠し、ＬＴＥ通信が可能になるということで25 

得られる売上げ及び利益に相当し、極めて多大な貢献をしているといえ
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る。 

 さらに、④（特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等

訴訟に現れた諸事情）については、特許権者である原告は、本件特許を

含む特許ポートフォリオについて、ＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを

受ける意思がある実施者との間では誠実に交渉を行い、ＦＲＡＮＤ条件5 

でライセンスを行う方針である。実際にも、上記のとおり、既に複数の

実施者との間で、グローバルでのライセンス契約を締結している。これ

に対して、被告側は、本件訴訟での裁判所による和解勧奨の中でもグロ

ーバルライセンスによる和解の話合いを拒むなど、その交渉態度は終始

不誠実であり、真にＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思があ10 

るものとは到底いえない。 

 以上の事情を総合的に斟酌すれば、本件の損害賠償額の算定における

実施料率（ただし、下記特許法１０２条４項に基づく考慮前の料率）は、

少なくとも２％を下ることはない。 

イ 特許法１０２条４項に基づく考慮 15 

特許法１０２条４項は、同法１０２条３項により推定される損害額の計

算に当たっては、「当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提

として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとし

たならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考

慮することができる」と定めており、いわゆる侵害プレミアムを加算する20 

ことが認められている。 

この点に関し、令和元年大合議判決は、特許法１０２条４項の施行前の

事案であるが、「特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、

実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高

額になるであろう」と述べた上で、損害賠償額の算定における実施料率を25 

業界相場５．３％の約２倍である１０％と認定した。 
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本件のような標準必須特許においても、ライセンス契約の締結に向けた

交渉段階においては、交渉対象となる特許ポートフォリオについて、技術

的範囲への属否や当該特許の有効性に関する不確定性等を考慮して、侵害

かつ有効と認定された段階と比べて、割り引いた料率が用いられることが

通例である。 5 

そうすると、被告製品の販売等が本件特許権侵害に当たることが判明し

た本件においては、特許法１０２条４項に基づく考慮（侵害プレミアム）

を行い、ライセンス交渉段階における料率よりも高い料率が採用されるべ

きである。 

加えて、本件では、上記のとおり、侵害者である被告が、ライセンス交10 

渉開始以降、不誠実な交渉態度に終始し、既に３年にも及ぶ交渉期間が経

過している。このような被告の不誠実な態度に鑑みれば、侵害プレミアム

を加味しない通常の実施料率で算定されることは不合理である。 

したがって、本件においては、特許法１０２条４項に基づき、算定した

料率（２％）の少なくとも２倍の実施料率が認められるべきである。 15 

ウ 本件における損害額 

以上によれば、本件における損害額は、少なく見積もっても被告製品の

売上高に４％（２％×２）を乗じた額となる。 

（計算式） 

●（省略）●×４％＝●（省略）● 20 

⑵ ＦＲＡＮＤ条件に基づく損害賠償額 

仮に、被告がＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思を有すると仮

定した場合の損害賠償額についても、念のため主張する。 

ア トップダウンアプローチ、比較可能なライセンスを踏まえた算定 

トップダウンアプローチによれば、ＦＲＡＮＤ条件によるロイヤリティ25 

相当額は、以下の計算式により算出される。 
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売上高 ×ＬＴＥ規格全体の製品に対するロイヤリティ料率

規格の標準必須特許の個数
 

 

上記計算式における「ＬＴＥ規格全体の製品に対するロイヤリティ料率」

は、上記で述べたとおり、●（省略）● 5 

また、上記計算式における「規格の標準必須特許の個数」については、

ＬＴＥ規格の標準必須特許数に関して入手可能なのはファミリー数のデ

ータであることなどを踏まえて、ＬＴＥ規格の標準必須特許のファミリー

数を用いるのが合理的である。そして、Unwired Planet v. Huawei判決に基づ

けば、ＬＴＥの標準必須特許のファミリー数は約８００と見積もることが10 

できる。 

したがって、本件特許２件の実施について、ＦＲＡＮＤ条件によるロイ

ヤリティ相当額（ただし、特許法１０２条４項の考慮前の額）は、次のと

おり計算される。 

 15 

売上高 ×ＬＴＥ規格全体の製品に対するロイヤリティ料率

規格の標準必須特許の個数
 

＝
●(省略)●

８００
 

＝●(省略)● 

 

なお、上記算定に用いた「ＬＴＥ規格全体の製品に対するロイヤリティ20 

料率」及び「規格の標準必須特許の個数」の数値は、原告が他の複数の実

施者との間で締結済みのライセンス契約の料率とも整合する。 

イ 特許法１０２条４項に基づく考慮を踏まえた損害賠償額 
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上記のとおり、特許権侵害に当たることが判明した本件においては、特

許法１０２条４項に基づく考慮（侵害プレミアム）を行い、ライセンス交

渉段階における料率よりも高い料率が採用されるべきである。この理は、

ＦＲＡＮＤ条件による損害賠償額を算出する場合においても何ら変わる

ものではない。 5 

そうすると、ＦＲＡＮＤ条件による損害賠償額は、上記通常（交渉段階）

のＦＲＡＮＤ料率に基づく金額よりも、少なくとも２倍とすべきである。 

したがって、被告が支払うべき損害額は、以下のとおりとなる。 

●（省略）●×２＝●（省略）● 

ウ 被告が主張するＦＲＡＮＤ条件による損害額の計算は誤っていること 10 

被告は、本件特許権侵害に基づく損害賠償額について、知的財産高等裁

判所平成２５年（ネ）第１００４３号同２６年５月１６日特別部判決（以

下「アップルサムソン大合議判決」という。）を参照し、ＦＲＡＮＤ条件

によるロイヤリティ相当額を算出している。 

しかしながら、以下のとおり、被告による損害額の計算は、明らかに誤15 

っている。 

 「累積ロイヤリティ料率」の適用に関する誤り 

被告が依拠する複数の裁判例（乙４１ないし４３）における「累積ロ

イヤリティ料率」は、アップルサムソン大合議判決における「累積ロイ

ヤリティ料率」とは異なる概念であって、これに更に「規格に準拠して20 

いることが売上げに寄与したと認められる割合」を乗じるという被告の

計算は、明らかに誤っている。 

アップルサムソン大合議判決にいう「累積ロイヤリティ料率」とは、

製品の売上高のうち規格が売上げに寄与した部分に対する規格全体の

ロイヤリティ料率を意味している一方、被告が依拠する裁判例（乙４１25 

ないし４３）における「累積ロイヤリティ料率」とは、製品の売上高全
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体に対する規格全体のロイヤリティ料率である。すなわち、被告が依拠

する裁判例（乙４１ないし４３）における「累積ロイヤリティ料率」は、

①「規格に準拠していることが売上げに寄与したと認められる割合」に、

②アップルサムソン大合議判決における「累積ロイヤリティ料率」を乗

じたものである。 5 

 「規格に準拠していることが売上げに寄与したと認められる割合」に

関する被告の主張の誤り 

被告は、①通信機能、②通信機能以外の機能、③ブランド力やマーケ

ティング活動（①、②以外の事情）に即して「規格に準拠していること

が売上げに寄与したと認められる割合」を算定することが妥当であると10 

主張するが、以下のとおり、誤りである。 

ａ 「通信機能」に関する被告主張の誤り 

被告は、ＬＴＥ規格の標準必須特許である本件特許の売上げ及び利

益に対する貢献度が限定的であるかのように述べる。 

しかしながら、被告製品の販売が開始された２０１９年８月頃から15 

２０２２年２月２２日までの間をみても、日本における携帯電話の通

信方式としてはＬＴＥ規格が主流であったから、被告製品について、

モバイル通信機能としての価値を主として創出しているのは、５Ｇ規

格ではなくＬＴＥ規格であり、「携帯電話としての通信機能は主に５

Ｇ規格が担い、ＬＴＥ規格は予備的な位置付け」であるとする被告の20 

主張は、明らかに誤りである。 

ｂ 「通信機能以外の機能」に関する被告主張の誤り 

被告は、被告製品がiPhone 4の機能以上に多種多様な機能を備えて

いるとして、当該機能が、被告製品の売上げ及び利益に貢献している

旨主張する。 25 

しかしながら、iPhone 4の発売時（２０１０年６月）と比較して機能
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の種類が増えていくのは当然であって、被告製品の機能の種類が

iPhone4より増えたとしても、そのこと自体が他社製品との差別化につ

ながるわけではない。むしろ、被告製品の日本市場におけるシェアが

アップル社のiPhoneと比較すれば微々たるものであることからすれば、

被告製品の顧客吸引力は、iPhone 4が販売されていた当時にiPhone 4が5 

有した各種機能の顧客吸引力よりも低いことは明らかである。 

加えて、そもそも通信機能以外の機能の存在にかかわらず、ＬＴＥ

の持つ価値自体が変わるものではないから、通信機能以外の機能の存

在によって本件特許の価値や貢献度を低く評価すること自体、合理的

とはいえない。 10 

ｃ ブランド力やマーケティング活動等に関する被告主張の誤り 

被告は、被告側のブランド力やマーケティング活動が、被告製品の

売上げ及び利益に貢献した旨主張する。 

しかしながら、被告側のブランド力やマーケティング活動はアップ

ル社と比較すれば微々たるものにすぎないから、アップルサムソン大15 

合議判決におけるアップル社のブランド力やマーケティング活動の

貢献度と比べるとはるかに低いものといえる。 

ｄ 小括 

以上を踏まえると、被告製品の「規格に準拠していることが売上げ

に寄与したと認められる割合」は、アップルサムソン大合議判決にお20 

けるiPhone 4と同程度に低い（２９％）とは到底考えられない。 

 規格の標準必須特許の個数に関する誤り 

被告は、Unified Patentsのウェブサイト（乙９０）に基づき、ＬＴＥの

ＳＥＰファミリー数は１８１７件である旨主張する。 

しかしながら、Unified Patentsは、原告のようなＮＰＥによる特許収益25 

化の抑止を掲げる団体であり、当該ウェブサイトの記載が中立的な分析
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によるものであるかどうか疑わしい（甲４１）。加えて、乙９０の分析

においては、１８１７件の有効性については検討がされていないため、

有効性も踏まえた実際の数値が１８１７件より少なくなることは確実

である。 

一方、Unwired Planet v. Huawei判決は、ＬＴＥのＳＥＰファミリー数に5 

関し、同事件における被告であるHuaweiが主張した「１８１２件」とい

う数値は高すぎるとして、当該Huaweiの主張を排斥し、実際のファミリ

ー数は８００件程度であると認定している。Unwired Planet v. Huawei判

決当時から、ＬＴＥのＳＥＰファミリー数が多少増えるであろうことを

考慮したとしても、被告が主張するＬＴＥのＳＥＰファミリー数（１８10 

１７件）は、不当に多く見積もられた数値であるといわざるを得ない。 

したがって、規格の標準必須特許の個数に関する被告の主張は誤りで

ある。 

（被告の主張） 

⑴ 損害額の算定方法 15 

原告は本件特許についてＦＲＡＮＤ宣言をしており、かつ、被告は本件特

許権も含めた原告の特許権についてライセンスを受ける意思を有する者で

あるから、本件において被告が負うべき損害賠償の額は、アップルサムソン

大合議判決が判示した、次の計算式に基づいて算定されるべきである。 

 20 

売上高 × 

規格に準拠しているこ

とが売上げに寄与した

と認められる割合 

× 
累積ロイヤリティ

料率 

規格の標準必須特許の個数 
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なお、特許法１０２条３項について判示した令和元年大合議判決は、特許

法１０２条３項に基づく実施料相当額の認定において考慮されるべき要素

を判示しているところ、次のとおり、アップルサムソン大合議判決の計算式

に基づく金額は、令和元年大合議判決を踏まえて算定される実施料相当額と

なる。 5 

すなわち、令和元年大合議判決が挙げる規範のうち、「①当該特許発明の実

際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界に

おける実施料の相場等」は、標準必須特許に関してはＦＲＡＮＤ条件でのラ

イセンス料がこれに相当する。 

また、「②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、10 

他のものによる代替可能性」については、非常に多くの特許発明の実施を伴

うものとして１つの通信規格が成立していることからすると、本件発明の価

値は極めて小さく、また、通信規格に用いられている他の標準必須特許の

個々の技術的価値を踏まえて特許発明の価値を評価することは現実的では

ないことからすれば、アップルサムソン大合議判決の計算式のように累積ロ15 

イヤリティ料率を確定した上で、当該料率を標準必須特許の個数で割って実

施料率を計算することが妥当である。 

さらに、「③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への

貢献や侵害の態様」は、アップルサムソン大合議判決の計算式において「規

格に準拠していることが売上げに寄与したと認められる割合」が乗じられる20 

ことで考慮されることになる。 

そして、「④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟

に現れた諸事情」については、特許権者がＦＲＡＮＤ宣言、すなわち、公平、

合理的、かつ、非差別的な条件でライセンスする旨の宣言をしており、特許

権者が侵害者との競合関係を問わず合理的な条件でライセンスする方針で25 

あり、かつ、侵害者はライセンスを受ける意思を有する者であるという事情
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が考慮されるべきことになる。 

以上のとおり、令和元年大合議判決が挙げる規範に即した特許法１０２

条３項に基づいて算定される損害額は、アップルサムソン大合議判決の計

算式によるＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額に一致する。 

⑵ 本件における損害額の具体的計算 5 

ア 売上高 

被告製品のうち、ＬＴＥ製品である ZS630KL シリーズ（被告製品１５及

び１６。以下「被告ＬＴＥ製品」という。）の合計売上高は、●（省略）●

であり、５Ｇ製品であるその他（被告製品１ないし１４。以下「被告５Ｇ

製品」という。）の合計売上高は、●（省略）●である。 10 

イ 規格に準拠していることが売上げに寄与したと認められる割合 

アップルサムソン大合議判決において認定された、３Ｇ規格が売上げに

寄与した割合は公開されていないものの、アップル社が開示している売上

高と判決が認定した損害賠償額から逆算すると、その割合は２９％であっ

たと推測されている（乙１０８）。 15 

本件特許は、ＬＴＥ（４Ｇ）規格の標準必須特許であり、被告製品は

iPhone4 と同じスマートフォンであることから、アップルサムソン大合議

判決が判示した①通信機能、②通信機能以外の機能，③当該①②以外の事

情を検討するに、①通信機能については、５Ｇ規格に準拠している被告製

品は５Ｇ規格の通信も可能であるし、５Ｇ規格に準拠していない被告製品20 

についても、５Ｇ以外の無線通信機能等を有していること、②通信機能以

外の機能については、被告製品は、iPhone4 の機能以上に多種多様な機能を

備えていること、③それ以外の事情については、ＡＳＵＳのブランド力及

びマーケティング活動が売上げに貢献していることなどが挙げられる。そ

して、これらの事情を考慮すれば、ＬＴＥ規格に準拠していることが売上25 

げに寄与したと認められる割合は、被告５Ｇ製品については７．１％以下、
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被告ＬＴＥ製品については２５％以下とするべきである。 

ウ 累積ロイヤリティ料率 

上記のとおり、累積ロイヤリティ料率は、ＦＲＡＮＤ条件の趣旨（公平、

合理的、かつ、非差別的）に照らし、裁判例に従って認定されるべきであ

るところ、複数の裁判例（乙４１ないし４３）が示したＬＴＥ製品の累積5 

ロイヤリティ料率は、それぞれ、８．８％、６～１０％、６～８％である。

そして、６～１０％、６～８％につき中間の値である８％、７％を採用し

て平均をとると、（８．８＋８＋７）／３≒７．９％となる。 

したがって、累積ロイヤリティ料率は７．９％とすべきである。 

エ ＬＴＥ規格の標準必須特許の個数 10 

Unified Patents（乙９１）の Web サイト（乙９０）によれば、Concur IP の

専門家が手作業で検討したところ、ＬＴＥに関して必須宣言された特許フ

ァミリーについて、無作為抽出した１６０３６件のうち、１８１７件がＳ

ＥＰファミリーであったから、ＬＴＥのＳＥＰファミリーは１８１７件よ

りも多いはずである。すなわち、ＬＴＥのＳＥＰファミリーは少なくとも15 

１８１７件存在するといえる。 

オ 特許の数 

本件特許は、同一ファミリーであり、かつ、同一のＦＲＡＮＤ宣言に含

まれる特許である（乙６）。したがって、本件特許２件を１件として計算す

るべきである。 20 

   カ 本件における損害額の算定 

上記の数値を用いると、ZS630KL シリーズ（被告ＬＴＥ製品）について

の損害額は、次のとおりとなる。 

 

 25 
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売上高 × 

規格に準拠しているこ

とが売上げに寄与した

と認められる割合 

× 
累積ロイヤリティ

料率 

規格の標準必須特許の個数 

＝●（省略）●×２５％×７．９％／１８１７ 

＝●（省略）● 

また、上記の数値を用いると、ZS630KL シリーズ以外（被告５Ｇ製品）

についての損害額は、次のとおりとなる。 

売上高 × 

規格に準拠しているこ

とが売上げに寄与した

と認められる割合 

× 
累積ロイヤリティ

料率 

規格の標準必須特許の個数 

＝●（省略）●×７．１％×７．９％／１８１７ 5 

＝●（省略）● 

したがって、被告が損害賠償義務を負うべき合計金額が、●（省略）●

を超えることはない。 

⑶ 原告の主張について 

ア 損害額は●（省略）●を下らないとの主張について 10 

原告は、被告がライセンスを受ける意思を有する者ではないことを前提

に、本件特許権の実施料率は２％を下らず、また、本件においては、特許

法１０２条４項に基づき、侵害プレミアムを加味して少なくともその２倍

である４％の実施料率が認定されるべきであると主張する。 

しかしながら、前記のとおり、被告はライセンスを受ける意思を有する15 

者であるから、原告の主張は前提が誤っている。 
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また、本件特許権の実施料率が２％であることはあり得ない。すなわち、

ＬＴＥ規格のＳＥＰファミリーは少なくとも１８１７件存在するから、Ｌ

ＴＥ規格のＳＥＰファミリー１個の実施料率が２％であると仮定すれば、

ＬＴＥ規格の実施者は、２％×１８１７＝３６３４％の実施料率を負担す

べきことになる。仮に、原告の主張を前提としてＬＴＥ規格のＳＥＰファ5 

ミリーが８００件であるとしても、ＬＴＥ規格の実施者は、２％×８００

＝１６００％の実施料率を負担すべきことになる。したがって、ＳＥＰフ

ァミリー１件の実施料率が２％となることはあり得ない。 

さらに、原告が侵害プレミアムとして２倍の実施料率が認められるべき

との主張の根拠とする令和元年大合議判決は、一般的に判決で認められる10 

実施料率を業界相場の２倍とすることが妥当であると判示したものでは

ない。同判決は、当該事案における種々の事情を考慮した上で実施料率を

認定しているから、本件においても、具体的な事実関係に基づいて実施料

率を認定すべきであり、侵害プレミアムと称して機械的に実施料率を２倍

にすることは、上記大合議判決の趣旨に反する。 15 

イ ＦＲＡＮＤ条件に基づく損害額は●（省略）●を下らないとの主張につ

いて 

 アップルサムソン大合議判決は、３Ｇ製品である iPhone4 の３Ｇ規格

特許（すなわち、iPhone4 で採用されている最新規格）について、実施料

率は、以下の計算式によるべきである旨判示した。 20 

 

 

 

 

 25 
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売上高 × 

規格に準拠しているこ

とが売上げに寄与した

と認められる割合 

× 
累積ロイヤリティ

料率 

規格の標準必須特許の個数 

＝
売上高 ×２９％ ×５％

規格の標準必須特許の個数
 

＝
売上高

規格の標準必須特許の個数
×１．４５％ 

 

これに対し、原告が主張する計算式は、 

 5 

売上高 ×ＬＴＥ規格全体の製品に対するロイヤリティ料率

規格の標準必須特許の個数
×２ 

      ＝
売上高 ×●(省略)●

規格の標準必須特許の個数
×●(省略)● 

＝
売上高

規格の標準必須特許の個数
×●(省略)● 

 

である。そうすると、原告は、裁判所が３Ｇ製品における３Ｇ規格の実10 

施料率について知財高裁が認定した実施料率の●（省略）●倍（＝●（省

略）●）もの料率を、５Ｇ製品及びＬＴＥ製品におけるＬＴＥ規格の料

率として主張することになる。すなわち、原告の主張は、アップルサム

ソン大合議判決が認定した料率を全く無視したものであって、妥当では

ない。 15 

     また、原告は、侵害プレミアムと称してＦＲＡＮＤ料率に基づく金額



 80 

を２倍にするべきであると主張する。 

      しかしながら、上記のとおり、実施料率を機械的に２倍にすることは

令和元年大合議判決の趣旨に反する上、アップルサムソン大合議判決が

判示した計算式は、原告のいう侵害プレミアムを考慮済みである。した

がって、侵害プレミアムなるものを理由に更に増額することは許されな5 

い。 

     さらに、原告は、アップルサムソン大合議判決の計算式に含まれてい

る「規格に準拠していることが売上げに寄与したと認められる割合」を

考慮しておらず、同判決に反する主張をしている。また、このことは、

令和元年大合議判決が示した、特許法１０２条３項の料率を定めるに当10 

たって考慮すべき要素である「③当該特許発明を当該製品に用いた場合

の売上げ及び利益への貢献」も全く考慮していないことを示すものであ

る。 

    ●（省略）● 

11 争点６（侵害又は侵害のおそれの有無）について 15 

（原告の主張） 

被告は、２０２２年２月２２日以降は被告製品を販売していない旨主張する。

しかしながら、現時点において輸入販売をしていないとしても、被告において

輸入販売が不可能になったわけではなく、被告が輸入販売を再開する可能性は

十分に存在する。実際、いずれの被告製品についても、依然として被告のウェ20 

ブサイトにおいて製品の紹介がされており、「購入する」等の記載も残されて

いるのであるから、被告が輸入販売を再開する意思があることは明らかである

（甲４２）。加えて、当該ウェブサイトの表示は、被告製品の販売の申出（譲

渡等の申出）にも該当するものである。 

したがって、仮に被告の主張するとおり、現時点においては被告製品を輸入25 

販売していないとしても、被告が輸入販売を再開するおそれは十分に存在する
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のであるから、被告は特許権を「侵害するおそれがある者」に該当する（特許

法１００条１項）。また、上記のとおり、被告が被告製品をウェブサイトに表

示する行為は販売の申出に該当するのであるから、被告は特許権を「侵害する

者」にも該当する（特許法１００条１項）。 

（被告の主張） 5 

被告は、既に被告製品の販売を終了しており、携帯電話は、機能及び性能が

急速に向上していくから、一旦販売を終了した古い機種の販売が再開されるこ

とはないし、●（省略）●。そして、被告製品を紹介するウェブページ（甲４

２）が残っているのは、過去に被告製品を購入した者から、問合せを受けたり

サポートを求められたりすることがあるからであり、それらのページに購入ボ10 

タンが残っているのは、ウェブページのデザインを、コストを掛けてまで変更

する必要がないからである。 

また、上記各ウェブページの購入ボタンをクリックすると、小売業者のオン

ラインストアのページに移行するが、そのいずれにおいても、被告製品の販売

は終了しており、これを購入することはできない（乙１３８）。そのため、これ15 

らのウェブサイトの表示が譲渡等の申出に該当するともいえない。 

したがって、被告は、被告製品を輸入販売していないし、それを再開する意

思もないといえるから、特許法１００条１項の「侵害するおそれがある者」に

も「侵害する者」にも該当しない。 

第４ 当裁判所の判断 20 

   本件における主な争点は、特許権侵害の成否（構成要件充足性、権利濫用の

成否及び無効理由の有無。後記第５〔争点１ないし３〕）、ＦＲＡＮＤ条件に

よるライセンスを受ける意思の有無等（権利濫用の成否。後記第６〔争点４〕）、

損害額の算定（ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額。後記第７〔争点５〕）

である。以下、その項目別に判断する。 25 

第５ 特許権侵害の成否 
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 １ 本件発明の内容 

   本件各明細書等（甲３の１、２）には、次のとおりの記載があることが認め

られる。 

  ⑴ 技術分野 

    【０００１】 5 

本発明は、セルラ直交周波数分割多重（OFDM）無線パケット通信システ

ムにおけるダウンリンクで伝送される信号の周波数及びOFDMシンボル領域

に対するマッピング方法に関する。 

  ⑵ 背景技術 

【０００７】 10 

従来の物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル（PHICH：Physical 

Hybrid ARQ Indicator Channel）のマッピング方法では、図１に示すように、隣

接セル間のPHICHグループはコリジョン（collision）を避けることが困難であ

るという問題点があった。 

  ⑶ 発明が解決しようとする課題 15 

【０００８】 

上記問題点を解決するために考案された本発明の目的は、OFDMシンボル

ごとに異なる利用可能なリソースエレメントを考慮することによって、PHIC

Hの反復が隣接セルＩＤ間で干渉を起こさないようなPHICHのマッピング方

法を提供することにある。 20 

  ⑷ 課題を解決するための手段 

【００１３】 

【数２】 

好ましくは、前記リソースエレメントグループのインデックスは、下記の

式で決定してもよい。 25 
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    ここで、𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙はセルIDを表し、iは反復パターンのインデックスを表し、

𝑛′𝑙′𝑖/𝑛′0はOFDMシンボル𝑙′𝑖内の利用可能なリソースエレメントグループの

個数と１番目のOFDMシンボル内の利用可能なリソースエレメントグループ

の個数との比率を表し、m’は、PHICHグループのインデックスを表す。 5 

    【００１５】 

 好ましくは、前記PHICHは、各々が４個のリソースエレメントからなる複

数のPHICHグループ単位で伝送されてもよい。 

【００１６】 

好ましくは、前記PHICHは、各々が２個のリソースエレメントからなる複10 

数のPHICHグループ単位で伝送されてもよい。 

  ⑸ 発明の効果 

    【００１８】 

本発明の実施例によれば、PHICH伝送においてOFDMシンボルに応じて変

化する使用可能なリソースエレメントを考慮することによって効率的なマ15 

ッピングを行なうことにより、PHICHの反復が隣接セルID間に干渉を起こす

のを防止し、性能が向上するという効果が得られる。 

  ⑹ 発明を実施するための形態 

    【００３３】 

    【数５】 20 
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    【００３４】 

    式１において、𝑙′𝑖は、PHICHグループのｉ番目の反復が伝送されるOFDM

シンボルのインデックスを表し、m’は、PHICHグループのインデックスを表

し、iは、PHICHの反復回数を表す。PHICHが３回反復される場合、iは０，１，5 

２の値を持つこととなる。 

    【００３８】 

    （略）セルIDによって１番目のREGの位置を指定し、１番目のREGのイン

デックスを基準に一定間隔で反復パターンを割り当てなければならない。と

ころが、各OFDMシンボルにおけるREGの個数によって、インデックスに応10 

じた周波数位置の解像度が異なるため、基準位置が変わるという問題がある。 

    【００３９】 

  したがって、PHICHが多数のOFDMシンボルを通して伝送される場合、最

初の開始シンボルのREGの他のシンボルのREGに対する比を考慮して、セル

IDによる開始位置を定めれば、上記の問題を解決できる。１個または３個の15 

OFDMシンボルを通じてPHICHが伝送される場合、最初の開始シンボルの位

置は常に最初のOFDMシンボルとなる。しかし、２個のOFDMシンボルを通

じてPHICHが伝送される場合には、最初のPHICHグループが２番目のOFDM

シンボルから始まることになる。したがって、REGの比を考慮する場合、基

準となるシンボルを変えなければならない。 20 

【００４３】 
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【数８】 

 PHICHが２番目のOFDMシンボルからマッピングされる場合、𝑛′𝑙′𝑖/𝑛′0を

𝑛′𝑙′𝑖/𝑛′１に変更すればよい。 

２ 被告製品の構成について 

前記前提事実によれば、被告製品は、本件規格に準拠しているところ、本件5 

規格の規格書（甲６）及び弁論の全趣旨によれば、被告製品又は被告製品が採

用する通信方法は、以下のａないしｉの構成を有していることが認められる。 

なお、被告製品は、通常サイクリック・プリフィックスにて動作するもので

あることにつき当事者間に争いはない一方、弁論の全趣旨によれば、拡張サイ

クリック・プリフィックスにて動作するものではない。また、下記ｈの「m’は、10 

前記PHICHを含むPHICHグループに関連するインデックスを表す」という点に

ついて、被告は、「m’は、PHICHマッピングユニット番号を表す」とすべきで

ある旨主張するが、この点の認定に係る説明は、後記３のとおりである。 

   ａ マルチキャリアセルラ移動通信システムの基地局から、多重化された複

数のACK／NACK信号をPHICHを通じて１フレーム内に受信する、マルチ15 

キャリアセルラ移動通信システムの移動局 

   ｂ 前記基地局から前記移動局への送信ではPHICHをOFDMシンボルにマッ

ピングする 

   ｃ 前記のそれぞれのOFDMシンボルは、複数のリソースエレメントグルー

プを含む 20 

   ｄ 前記のそれぞれのリソースエレメントグループは、４つのリソースエレ

メントを含む 

   ｅ－１ PHICHが１つ又は３つのOFDMシンボルにより送信される場合、前

記PHICHが３回送信される、OFDMシンボル１’においてPCFICHに割り当

てられていないリソースエレメントグループに、周波数領域のインデック25 

スが最も低いリソースエレメントグループから順に、０からn’l’i－１まで番
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号を付した数は下記の構成ｇ－１の数式に従って決定される 

ｅ－２ PHICHが２つのOFDMシンボルにより送信される場合、前記PHICH

が３回送信される、OFDMシンボル１’においてPCFICHに割り当てられて

いないリソースエレメントグループに、周波数領域のインデックスが最も

低いリソースエレメントグループから順に、0からn’l’i－１まで番号を付し5 

た数は下記の構成ｇ－２の数式に従って決定される 

ｆ 前記PHICHの３つの反復を決定されたインデックスに従ってOFDMシ

ンボルにマッピングすることを含む 

ｇ－１ PHICHが１つ又は３つのOFDMシンボルで送信される場合の�̅�𝑖を算

出する数式は、 10 

 

である 

ｇ－２ PHICHが２つのOFDMシンボルで送信される場合の�̅�𝑖を算出する数

式は、 

 15 

である 

ｈ 𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙は、セルIDを表し、iは、前記PHICHの反復のインデックスを表し、

𝑛′𝑙′𝑖/𝑛′0は、OFDMシンボル𝑙′𝑖における利用可能なリソースエレメントグル
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ープの個数とサブフレームの最初のOFDMシンボルにおける利用可能なリ

ソースエレメントグループの個数との比を表し、𝑛′𝑙′𝑖/𝑛′１は、OFDMシンボ

ル𝑙′𝑖における利用可能なリソースエレメントグループの個数と前記サブフ

レームの２番目のOFDMシンボルにおける利用可能なリソースエレメント

グループの個数との比を表し、m’は、前記PHICHを含むPHICHグループに5 

関連するインデックスを表す 

ｉ 利用可能なリソースエレメントグループは、それぞれのOFDMシンボル

のPHICHの送信に使用できるリソースエレメントグループである。 

 ３ 争点１－１（被告製品が「m’」〔本件第１発明構成要件１－１Ｄ及び１－２

Ｄ並びに本件第２発明構成要件２－１Ｇ、２－２Ｃ、２－３Ｈ及び２－４Ｃ〕10 

を充足するか否か）について 

  ⑴ 本件発明のm’は、本件特許の構成要件によれば、「PHICHが含まれるPHICH

グループに関連するインデックスを表す」（構成要件１－１Ｄ及び１－２Ｄ）、

「PHICHを含むPHICHグループのインデックスを表わす」（２－１Ｇ、２－

２Ｃ、２－３Ｈ及び２－４Ｃ）と規定されている。そして、本件各明細書等15 

には、本件発明のm’は、「PHICHグループのインデックスを表す。」（【０

０１３】）、「PHICHグループのインデックスを表し」（【００１５】）と

定義されている。 

上記構成要件及び本件各明細書等の各記載によれば、本件発明のm’は、

「PHICHグループの又はこれに関連するインデックス」をいうものと解され20 

る。 

これを被告製品についてみると、前記２のとおり、被告製品が通常サイク

リック・プリフィックスにて動作するものであることにつき、当事者間に争

いはない。そして、被告製品が準拠している本件規格の規格書（甲６）によ

れば、通常サイクリック・プリフィックスにて動作する場合、被告製品にお25 

いては、PHICHのマッピングユニット番号m’とPHICHグループ番号mが同一
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であることが認められる。 

そうすると、被告製品の「m’」は、「PHICHグループ番号」を正に示すも

のであるから、「PHICHグループの又はこれに関連するインデックス」を表

すものとして、本件発明のm’を充足するものと認めるのが相当である。 

  ⑵ これに対し、被告は、本件規格における「m’」は、「PHICHマッピングユ5 

ニット」のインデックスであって、PHICHグループのインデックスではない

旨主張する。しかしながら、被告製品が有する通常サイクリック・プリフィ

ックスの場合、PHICHのマッピングユニット番号m’とPHICHグループ番号m

が同一であることは、上記説示のとおりであるから、被告の主張は、前記判

断を左右するものとはいえない。したがって、被告の主張は採用することが10 

できない。 

  ⑶ したがって、被告製品は、「m’」（本件第１発明構成要件１－１Ｄ及び１

－２Ｄ、本件第２発明構成要件２－１Ｇ、２－２Ｃ、２－３Ｈ及び２－４Ｃ）

を充足するものといえる。 

 ４ 争点１－２（被告製品が「𝑙′𝑖」〔本件第１発明構成要件１－１Ｄ及び１－２15 

Ｄ並びに本件第２発明構成要件２－１Ｄないし２－１Ｆ、２－２Ａ、２－２Ｂ、

２－３Ｅないし２－３Ｇ、２－４Ａ、２－４Ｂ、２－５Ａ及び２－５Ｂ〕を充

足するか否か）について 

  ⑴ 本件各明細書等（【００３３】及び【００３４】）の記載によれば、本件

発明の「𝑙′𝑖」の算出方法は、PHICHを１つのシンボルで送信する場合はイン20 

デックス０とすること、２つのシンボルで送信する場合は特定の式で算出さ

れるインデックス０と１とすること、３つのシンボルで送信する場合は反復

回数iに応じたインデックス０，１，２とするものであることが認められる。 

    これを被告製品についてみると、前記２のとおり、被告製品は、ｇ－１及

びｇ－２の構成を有することからすると、被告製品の「𝑙′𝑖」は、本件発明の25 

「𝑙′𝑖」を充足するものと認められる。 
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  ⑵ア これに対し、被告は、本件第１発明は、いかなる場合に「式（１）」が

用いられ、いかなる場合に「式（２）」が用いられるかを特定していない

し、「式（１）」と「式（２）」にはいずれも「𝑙′𝑖」なるパラメータが用い

られているところ、本件第１発明は「𝑙′𝑖」がいかにして与えられるかも特

定していないと主張する。 5 

しかしながら、本件第１発明の構成要件によれば、同発明における「式

（１）」及び「式（２）」のセルID𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙は、PHICHのマッピング位置を定

めるために用いられるものである。そして、本件第１明細書等（【００３

８】、【００３９】及び【００４３】）の記載によれば、「式（１）」の

𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙に𝑛′𝑙′𝑖/𝑛′0を乗じることは、最初の開始シンボルであるシンボル０の10 

REGの数𝑛′0の他のシンボルのREGの数𝑛′𝑙′𝑖に対する比を考慮してセルIDに

よる開始位置を定めるためのものであり、「式（２）」の𝑁𝐼𝐷
𝑐𝑒𝑙𝑙に𝑛′𝑙′𝑖/𝑛′１を

乗じることは、最初の開始シンボルであるシンボル１のREGの数𝑛′１の他

のシンボルのREGの数𝑛′𝑙′𝑖に対する比を考慮してセルIDによる開始位置を

定めるためのものであると認められ、また、１個又は３個のOFDMシンボ15 

ルを通じてPHICHが伝送される場合には、OFDMシンボル０を開始シンボ

ルとし、２個のOFDMシンボルを通じてPHICHが伝送される場合には、

OFDMシンボル１を開始シンボルとすることが認められる。 

     そうすると、本件第１発明においては、１個又は３個のOFDMシンボル

を通じてPHICHが伝送される場合には「式（１）」を用い、２個のOFDM20 

シンボルを通じてPHICHが伝送される場合には「式（２）」が用いられる

ものと認められる。したがって、「式（１）」及び「式（２）」の用いら

れ方及び「𝑙′𝑖」の与えられ方が不特定である旨の被告の主張は、前提を欠

くものといえる。したがって、被告の主張は、採用することができない。 

   イ また、被告は、本件規格の定めにより、移動局は、i =０, １, ２について25 

インデックス𝑙′𝑖を特定することができ、当該𝑙′𝑖と特定の１個の数式を用い
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て n�̅� を計算することができるから、本件規格に従った被告製品は、構成

要件１－１Ｄ及び１－２Ｄを充足しない旨主張する。 

     しかしながら、本件規格の規格書（甲６）によれば、被告製品が準拠す

る本件規格は、PHICHを１つのシンボルで送信する場合はインデックス０

のシンボルを用いること、２つのシンボルで送信する場合は特定の式で算5 

出される２つのシンボルを用いること、３つのシンボルで送信する場合は

反復回数iに応じた３つのシンボルを用いる計算式を使用することが認め

られる。そうすると、被告が主張するとおり、特定の１個の数式を用いて

n�̅�を計算することができたとしても、上記計算式を使用しているのである

から、構成要件１－１Ｄ及び１－２Ｄを充足することは動かない。したが10 

って、被告の主張は、採用することができない。 

   ウ その他に、被告は、上記イと同様の理由により、本件規格に従った被告

製品は、構成要件２－１Ｄないし２－１Ｆ、２－２Ａ、２－２Ｂ、２－３

Ｅないし２－３Ｇ、２－４Ａ、２－４Ｂ、２－５Ａ及び２－５Ｂを充足し

ないと主張するものの、上記イの理は、当該主張にも同様に当てはまる。15 

したがって、被告の主張は、採用することができない。 

 ５ 争点２（権利濫用の成否）について 

   被告は、本件第１発明及び本件第２発明５は、基地局によるPHICHのマッピ

ング方法に特徴を有する発明であり、移動局の発明として特徴的な構成を何ら

有していないため、上記各発明の技術的価値は基地局が行う方法にあるから、20 

被告のような移動局の販売業者に対して特許権を行使することは、権利の濫用

に当たる旨主張する。 

   しかしながら、本件各明細書等（【０００８】）の記載によれば、本件発明

は、PHICHのマッピング方法を提供するものであり、送受信の信号自体に特徴

的な構成を有するものであるから、移動局の発明としても十分に特徴的な構成25 

を有しているというべきである。そうすると、本件発明が移動局の発明として
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特徴的な構成を何ら有していないという被告の主張は、その前提を欠くものと

いえる。その他に、少なくとも本件において、原告による本件特許権の行使が

権利の濫用に当たる事情を認めることはできない。 

  したがって、被告の主張は、採用することができない。 

 ６ 争点３－１（乙１発明に基づく進歩性欠如の有無）について 5 

  ⑴ 一致点及び相違点の認定 

本件発明と乙１発明が、以下の点において相違し、その余の点において一

致することにつき、当事者間に争いがない。 

ア 本件第１発明と乙１発明の相違点 

本件第１発明においては、リソースエレメントグループのインデックス10 

n�̅�が 

 

 又は 

 

で与えられるのに対し、 15 

乙１発明においては、リソースエレメントグループのインデックスn�̅�が 

  

で与えられる点。 

   イ 本件第２発明５と乙１発明の相違点 

本件第２発明５においては、PHICHが数式１に従って３つのOFDMシン20 
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ボルにより送信されるならば、前記PHICHが３回送信されるリソースエレ

メントグループのインデックスを決定し、前記PHICHが２つのOFDMシン

ボルにより送信されるならば、さらに、数式２に従って前記PHICHが送信

されるリソースエレメントグループのインデックスを決定するのに対し、 

乙１発明においては、数式Ａに従って３回送信されるリソースエレメン5 

トグループのインデックスを決定する点。 

  ⑵ 容易想到性の有無 

    上記相違点は、複数のシンボルを利用してPHICHを３回反復してマッピン

グするREGのインデックスを決定する特定の式において、本件発明では、３

回の反復を周波数方向に均等にマッピングするため、シンボルごとに利用可10 

能なREGの個数の違いを考慮した補正を積算しているのに対し、乙１発明に

は、当該補正の積算がないという点である。 

    そこで検討するに、本件特許の優先日前において、上記相違点に係る構成

を開示する文献、周知技術が存在したことを裏付ける客観的な証拠はないほ

か、上記構成が単なる設計事項であることを裏付ける客観的証拠もない。そ15 

うすると、上記各相違点につき、当業者が容易に想到し得たものと認めるこ

とはできない。 

これに対し、被告は、PHICHが複数のOFDMシンボルにマッピングされる

場合は、隣接するセル間でPHICHがマッピングされる領域が重ならない結果

を必ずしも得られるわけではなく、乙１に接した当業者であれば、本件特許20 

の優先日前において、乙１の数式Ａの誤りを認識しこれを是正することがで

きた旨主張する。しかしながら、証拠（乙３、４５）及び弁論の全趣旨によ

れば、被告提出に係るメール（乙３）は、本件特許の優先日よりも後に送信

されたものであり、被告提出に係る意見書（乙４５）も、本件特許の優先日

よりも十年以上後に作成されたものであるから、本件特許の優先日前の認識25 

を立証するに適切なものとはいえず、その他に、被告の主張を裏付ける客観
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的かつ的確な証拠はない。これらの事情に加え、そもそも乙１発明によって

も通信自体は可能であることに照らせば、被告主張に係る「誤り」は本件発

明を背景として事後的にみたものというほかなく、被告の主張は、前記判断

を左右するものとはいえない。 

したがって、被告の主張は、採用することができない。 5 

 ７ 争点３－２（サポート要件違反の有無）について 

  ⑴ 「m’」について 

    被告は、「m’」が「PHICHグループのインデックス」に限られず、「PHICH

グループに関連するインデックス」を含む場合にも、発明の課題が解決でき

ることは、発明の詳細な説明の記載から認識することはできない旨主張する。 10 

    しかしながら、本件第１明細書等には、２個又は４個のリソースエレメン

トからなる「複数のPHICHグループ単位で伝送されてもよい」（【００１５】、

【００１６】）と記載されていることからすれば、本件発明の「m’」にいう

「PHICHに関連するインデックス」は、「２個のリソースエレメントからな

る複数のPHICHグループを表すインデックス」を含むものと解するのが相当15 

である。そうすると、「m’」を「PHICHグループに関連するインデックス」

と解した場合であっても、「２個のリソースエレメントからなる複数の

PHICHグループを表すインデックス」を含むものとして、本件発明の課題が

解決できるものといえる。したがって、被告の主張は、採用することができ

ない。 20 

    したがって、「m’」に係るサポート要件違反の主張は、採用することがで

きない。 

  ⑵ 「𝑙′𝑖」について 

    被告は、本件発明は、「𝑙′𝑖」がいかにして与えられるかを特定しておらず、

条件を満たさない場合にまで発明の課題が解決できることは、発明の詳細な25 

説明の記載から認識することはできない旨主張する。 
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    しかしながら、前記争点１－２において説示したとおり、本件各明細書等

の記載（【００３３】及び【００３４】）によれば、本件発明の「𝑙′𝑖」の算出

方法は、PHICHを１つのシンボルで送信する場合はインデックス０とするこ

と、２つのシンボルで送信する場合は特定の式で算出されるインデックス０

と１とすること、３つのシンボルで送信する場合は反復回数iに応じたインデ5 

ックス０，１，２とするものであることが認められる。そうすると、「𝑙′𝑖」

が不特定であるとする被告の主張は、その前提を欠くものであり、前記判断

を左右するものではない。したがって、被告の主張は、採用することができ

ない。 

  ⑶ 本件発明について 10 

    被告は、単に特許請求の範囲に、基地局から送信される信号を受信する「受

信装置（移動局）」と記載するだけでは、「受信装置（移動局）」という物

の発明を開示したことにならないから、本件発明の記載は、サポート要件を

満たさない旨主張する。 

    しかしながら、本件発明においては、送受信の信号自体は十分特定されて15 

いるのであるから、その受信装置としても十分に特定されているというべき

であり、本件第２発明５についてみても、送受信の信号自体は十分特定され

ているのみならず、基地局と移動局との間の通信においては送信と受信は対

になって行われるものであるから、基地局である送信方法ないし送信装置に

関する構成が特定されることによって、移動局である受信方法ないし受信装20 

置の構成も、上記構成に対応して十分に特定されるものといえる。そうする

と、「受信装置（移動局）」という物の発明を開示したことにならないとい

う被告の主張は、その前提を欠くものといえる。したがって、被告の主張は、

採用することができない。 

 ８ 争点３－３（新規性欠如の有無）について 25 

   被告は、本件発明が、受信方法ないし受信装置に係る発明の構造等を特定し
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ておらず、移動局の構成等も特定していないことを前提に、本件発明の要旨を

認定した上、当該認定によれば本件発明に新規性はない旨主張する。 

   しかしながら、送受信の信号自体は十分特定されているのであるから、その

受信装置としても十分に特定されているというべきであることは、上記説示の

とおりである。そうすると、被告の主張は、上記７⑶と同様に、その前提を欠5 

く。したがって、被告の主張は、採用することができない。 

 ９ 争点３－４（明確性要件違反の有無）について 

   被告は、本件発明の特許請求の範囲の記載は、基地局から送信される信号を

受信する「受信装置」（移動局）と述べているだけであり、いかなる構成を有

する受信装置（移動局）が本件発明の範囲に入るのかを、当業者は理解するこ10 

とができないから、本件発明の特許請求の範囲の記載は、明確性の要件を満た

さない旨主張する。 

しかしながら、本件発明が受信装置（移動局）の構成を十分に特定している

ことは、上記において繰り返し説示したとおりであり、被告の主張は、上記と

同様に、その前提を欠くものであるから、採用の限りではない。 15 

 10 争点３－５（優先権主張が認められないことに基づく進歩性欠如の有無）に

ついて 

   被告は、本件特許の優先権基礎出願（乙４）の特許請求の範囲の記載には、

移動局に向けられた請求項はないため、本件発明は、優先権基礎出願に開示さ

れておらず、優先権主張が認められない旨主張する。 20 

   しかしながら、上記優先権基礎出願（乙４）に移動局に向けられた請求項が

ないとしても、基地局のACK/NACK信号に係る所定の式が上記優先権基礎出願

において開示されることによって、これに対応する移動局の受信装置（移動局）

の構成が十分に特定されることは、上記において繰り返し説示したとおりであ

る。したがって、被告の主張は、上記と同様に、その前提を欠くものであるか25 

ら、その余の点について判断をするまでもなく、採用することができない。 
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 11 小括（侵害論について） 

   以上によれば、被告製品は、本件発明の各構成要件をいずれも充足し、権利

濫用及び本件発明の無効をいう被告の主張は、いずれも採用することができな

い。 

第６ ＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思の有無等（権利濫用の成否5 

〔争点４〕） 

 １ 差止請求 

  ⑴ 判断基準 

    標準規格に準拠した製品の製造等に実施が必須となる特許（以下「標準必

須特許」という。）を有する者が標準必須特許に対しＦＲＡＮＤ宣言をした10 

場合（以下、当該者を「必須宣言特許権者」という。）、上記製品の製造等

をする者（以下「必須特許実施者」という。）は、標準必須特許についてＦ

ＲＡＮＤ条件によるライセンスを受けられることを前提として、上記製造等

をすることになる。それにもかかわらず、必須宣言特許権者が、上記ライセ

ンスを受けられるものと信頼している必須特許実施者に対し、標準必須特許15 

に基づく差止めを請求することは、必須特許実施者の合理的な信頼を著しく

損なうことになり、正義・公平の理念に反するものといえる。 

    他方、必須宣言特許権者は、上記ライセンスに係る実施料相当額を取得で

きることを前提として自らＦＲＡＮＤ宣言をしたのであるから、上記実施料

相当額を取得することができる場合には、必須特許実施者に対し差止請求を20 

する必要性及び相当性を明らかに欠くものといえる。 

そうすると、必須宣言特許権者が必須特許実施者に対し標準必須特許に基

づく差止めを請求することは、必須特許実施者がＦＲＡＮＤ条件によるライ

センスを受ける意思を有しないという特段の事情がない限り、権利の濫用と

して許されないというべきである。 25 

⑵ 認定事実 
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これを本件についてみると、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事   

実を認めることができる。 

ア 原告は、２０２０年６月１２日、ＡＳＵＳ台湾に対し、原告が保有する

ＬＴＥ等の特許について、ライセンスを受けるよう求める旨の通知書を送

付した。当該通知書に添付された特許リストには、「原告特許の代表的な5 

一覧」と記載されており、本件特許の特許番号も記載されていた。（乙８） 

   イ ＡＳＵＳ台湾は、２０２０年７月１０日、原告に対し、ＡＳＵＳ台湾は

他社の知的財産権を尊重しており、解決策について真摯に協議する意思が

ある旨を表明した。（乙９） 

   ウ 原告は、２０２０年７月２０日、ＡＳＵＳ台湾に対し、秘密保持契約の10 

締結を要請し、同年８月７日、原告とＡＳＵＳ台湾との間で秘密保持契約

が締結された。（乙１０、弁論の全趣旨） 

   エ 原告は、２０２０年８月２８日、ＡＳＵＳ台湾に対し、ライセンス条件

を提示して説明したものの（以下「第１回交渉」という。）、①代表的な特

許のクレームチャート、②ライセンス対象となる全ての原告保有特許の特15 

許番号のリストが明らかではなかった。そのため、原告は、ＡＳＵＳ台湾

に対し、上記①及び②の内容を提示することを約束した。なお、原告は、

この日の提案において、過去の損害額や今後の実施料率を示すとともに、

原告は少なくとも●（省略）●個の標準必須特許（以下、当事者の表記に

合わせて「ＳＥＰ」ともいう。）を保有しており、Unwired Planet v. Huawei20 

判決に照らして、料率を計算したと説明した。（乙１１、弁論の全趣旨） 

   オ 原告は、２０２０年９月９日、上記約束に基づき、ＡＳＵＳ台湾に対し、

ライセンス対象となる全ての原告保有特許の特許番号が記載されたリス

ト（上記②）を提示した。（乙１２、弁論の全趣旨） 

   カ 原告は、２０２０年９月２２日、上記約束に基づき、ＡＳＵＳ台湾に対25 

し、代表的な特許１０件のクレームチャート（上記①）を提示し、クレー
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ムチャートについて説明をするための電話会議を、同年１０月２６日の週

に設けることを提案した。（乙１３、弁論の全趣旨） 

   キ ＡＳＵＳ台湾は、２０２０年９月２４日、原告に対し、ベンダからの説

明が間に合わないことが予想されるため、同年１０月２６日の週の電話会

議では原告の説明を聞くこととし、追って、ベンダからの返事を踏まえて5 

ＡＳＵＳ台湾の意見を伝えることでもよいかと尋ねた。（乙１４） 

   ク 原告は、２０２０年１０月２７日、ＡＳＵＳ台湾に対し、同年９月２２

日に提示したクレームチャートの説明をした（以下「第２回交渉」という。）。

この際、原告は、原告が提示した特許番号のリストには、ＡＳＵＳ台湾の

製品に関係の無い特許も含まれていることを認め、ＡＳＵＳ台湾に対し、10 

このような特許を特定するように要請した。また、ＡＳＵＳ台湾は、ベン

ダとの間で秘密保持契約を締結したことのほか、同年１２月中旬までにベ

ンダの意見を連絡することを伝えた。（乙１５、弁論の全趣旨） 

   ケ 原告は、２０２０年１１月１８日、原告がＡＳＵＳ台湾に対して事前に

クレームチャートを送付していたにもかかわらず、ＡＳＵＳ台湾は第２回15 

交渉に向けた準備が不足しており、同社のような大企業がベンダに確認し

ないと分からないというのは不誠実である旨通知した。（乙１６） 

   コ ＡＳＵＳ台湾は、２０２０年１１月２０日、原告に対し、第２回交渉時

に１２月中旬までにベンダの意見も併せて返事をすると約束したこと、標

準必須特許ではない２件については来週には回答すること、標準必須特許20 

とされる８件については１２月中旬までに回答すること、部品の機能等に

ついてはベンダの技術的情報を頼る必要があること、●（省略）●件の特

許ファミリーのうち約●（省略）●件は韓国のみをカバーしている特許で

あるため、韓国を市場としないＡＳＵＳ製品には関係がないこと、第２回

交渉時に原告から要請を受けたＡＳＵＳ製品に無関係の特許の特定につ25 

いては、技術的な議論が長期化することを避けるため、当該特定作業はせ
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ずに、焦点を１０件のクレームチャートに絞りたいことなどを伝えた。（乙

１７、弁論の全趣旨） 

   サ ＡＳＵＳ台湾は、２０２０年１１月２７日、原告に対し、クレームチャ

ートに記載されていた特許２件について、非充足と無効を主張した。（乙

１８、弁論の全趣旨） 5 

   シ ＡＳＵＳ台湾は、２０２０年１２月１５日、原告に対し、標準必須特許

とされる６件（本件第２特許に対応する米国特許を含む。）について、非

充足を主張した。（乙１９、弁論の全趣旨） 

   ス 原告とＡＳＵＳ台湾は、２０２０年１２月２３日から２０２１年４月２

３日にかけて、上記非充足及び無効主張（ＡＳＵＳ台湾は、前記で無効を10 

主張した特許以外に対しても、無効主張を追加した。）について反論のや

り取り等を行った。これと並行して、原告は、２０２１年４月２１日、Ａ

ＳＵＳ台湾に対し、原告のライセンス提案に対する対案を要請し、ＡＳＵ

Ｓ台湾は、同月２３日、原告に対し、原告の当初提案の具体的な算定根拠

の提示を受けていない旨指摘した。（乙２０ないし２８、弁論の全趣旨） 15 

   セ 原告は、２０２１年５月１３日、ＡＳＵＳ台湾に対し、２０２０年８月

２８日の当初の提案について、ライセンス条件の計算根拠をより具体的に

提示した。（乙２９、弁論の全趣旨） 

   ソ ＡＳＵＳ台湾は、２０２１年５月２８日、原告に対し、原告が採用した

累積ロイヤリティ料率は１０年以上前の調査を基にしており、２０１９年20 

以降の５Ｇの商業化や、Unwired Planet v. Huawei判決で決定されたＬＴＥ

の累積ロイヤリティ料率から大幅に逸脱していることなどからすれば、原

告の上記ライセンス条件はＦＲＡＮＤ条件とはいえないことを指摘した。

（乙３０） 

   タ 原告は、２０２１年６月８日、ＡＳＵＳ台湾に対し、原告提示の条件は25 

ＦＲＡＮＤ条件であることや、原告保有特許の大部分は５Ｇ規格もカバー
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していることを主張した。（乙３１、弁論の全趣旨） 

   チ ＡＳＵＳ台湾は、２０２１年８月３日、原告に対し、ライセンス条件の

対案を提示した。なお、この時点において、ＡＳＵＳ台湾は、原告から原

告保有特許の全てが５Ｇ規格をカバーしていることの具体的な説明を受

けていなかったため、当該対案は、原告保有特許がＬＴＥのみをカバーし5 

ていることを前提に算出された。（乙３２、弁論の全趣旨） 

   ツ 原告は、２０２１年８月２８日、ＡＳＵＳ台湾に対し、米国で訴訟を提

起した。（乙３３、弁論の全趣旨） 

   テ 原告は、２０２１年１２月２２日、ＡＳＵＳの日本法人である被告に対

し、本件特許を含む１０件のＬＴＥ規格等に準拠する特許について、ライ10 

センス条件は既にＡＳＵＳ台湾に伝えているところ、ライセンスを受ける

意思があれば回答されたい旨記載した通知書を送付した。（乙３４） 

   ト 上記米国訴訟において、２０２１年１２月２７日、原告とＡＳＵＳ台湾

との間で和解が成立した。（弁論の全趣旨） 

   ナ ＡＳＵＳ台湾は、２０２２年２月１６日、被告に代わり、原告に対し、15 

ＦＲＡＮＤ条件でライセンスを受ける意思がある旨伝えるとともに、本件

特許を含む日本の特許のクレームチャートを提示するように要請した。

（乙３５） 

   ニ 原告は、２０２２年３月３１日、本件訴訟を提起し、被告は、同年４月

１３日、訴状を受領した。（当裁判所に顕著な事実） 20 

   ヌ ＡＳＵＳ台湾は、２０２２年４月１５日、原告に対し、原告の特許が５

Ｇ規格をカバーすると主張するので、５Ｇ規格との対応関係を示すクレー

ムチャートを提示するよう要求してきたが、その提示がない旨指摘した。

（乙３６） 

   ネ 原告は、２０２２年４月２２日、ＡＳＵＳ台湾に対し、５Ｇ規格の上記25 

クレームチャートを提供する義務はないと考えていると付言しつつも、５
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Ｇ規格の代表的なクレームチャートを提示した。（乙３７） 

   ノ ＡＳＵＳ台湾は、２０２２年４月２７日、原告に対し、５Ｇ規格のクレ

ームチャートをベンダに共有することを要請し、ＡＳＵＳ台湾は、同年５

月２７日に原告の了解が得られた直後、当該クレームチャートをベンダに

提供した。（乙３８、弁論の全趣旨） 5 

   ハ ＡＳＵＳ台湾は、２０２２年７月２９日、原告に対し、５Ｇの特許４件

について非充足と無効を主張し、原告とＡＳＵＳ台湾は、同年８月２６日

から１１月２１日にかけて、反論等のやり取りをした。（乙５０ないし５

４、弁論の全趣旨） 

   ヒ ＡＳＵＳ台湾は、２０２２年１２月８日、原告に対し、日本での販売デ10 

ータが用意できたことを伝え、電話会議を提案した。そして、ＡＳＵＳ台

湾は、同月１６日に開かれた電話会議において、原告に対し、日本での販

売データを開示するとともに、５Ｇ端末だけでなくＬＴＥ端末も原告のＬ

ＴＥ特許のライセンス対象に含めるなどしたライセンス条件を提示した。

（乙７３、７５、弁論の全趣旨） 15 

   フ ＡＳＵＳ台湾は、２０２３年１月６日、原告に対し、同月２０日から２

９日にかけては春節の休暇となるから、協議を希望する場合は春節に近す

ぎない頃にしてほしい旨伝えた。（乙７６） 

   ヘ 原告は、２０２３年１月１４日、ＡＳＵＳ台湾に対し、原告のＦＲＡＮ

Ｄ料率に沿った数字であれば、柔軟に対応する旨伝えたところ、ＡＳＵＳ20 

台湾は、同月１９日、春節の休暇後に検討する旨返信した。（乙７７、７

８） 

   ホ ＡＳＵＳ台湾は、２０２３年３月２４日、原告に対し、標準必須特許で

ない特許についてライセンスを受ける必要性はないところ、昨年１２月の

電話会議において示されたロイヤリティ料率は、標準必須特許でない特許25 

も含めた提案であるから、別の提案をするよう要請した。（乙７９） 
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   マ 原告は、２０２３年３月２６日、ＡＳＵＳ台湾に対し、同社が意味のあ

る対案を提示できていないことを指摘する一方で、標準必須特許のみのラ

イセンスについて了承し、１特許当たり●（省略）●米ドルの条件を提示

した。（乙８０） 

   ミ 原告とＡＳＵＳ台湾は、２０２３年３月２７日から同年４月２０日にか5 

けて、料率や具体的な金額、ＳＥＰ件数の根拠等についてやり取りした。

（乙８１、８６ないし８９） 

   ム 原告は、２０２３年５月５日、ＡＳＵＳ台湾に対し、電話会議の開催を

要請し、同月２５日に電話会議が開かれた。原告は、当該電話会議におい

て、ＬＴＥ規格のＳＥＰファミリーを少なくとも●（省略）●件保有して10 

いることのほか、その特許リストを追って開示することなどを伝えた。（乙

９４、９７、弁論の全趣旨） 

   メ 原告は、２０２３年５月３１日、ＡＳＵＳ台湾に対し、保有する特許リ

ストを更新して、開示した。（乙９８） 

   モ ＡＳＵＳ台湾は、２０２３年６月２８日、電話会議において、原告が更15 

新した上記特許リストを踏まえ、過去の販売台数に関し、トップダウンア

プローチに基づく一括払いのライセンス料を提示した。（乙１００、弁論

の全趣旨） 

   ヤ ＡＳＵＳ台湾は、２０２３年８月８日、同年６月２８日に提示した案に

対する回答を催促したところ、原告は、同年８月２９日、原告としては日20 

本の裁判所の関与の下で、世界全体のライセンスに係る和解協議を行いた

いと考えており、まずは同裁判所の指示に従って対応する予定である旨回

答した。（乙１０１、１０２、弁論の全趣旨） 

⑶ 当てはめ 

   ア 上記認定事実によれば、ＡＳＵＳ台湾は、本件特許を含むＬＴＥ規格等25 

の特許について、原告からライセンスを受けるよう求められた際、速やか
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に、真摯に協議する意思があることを表明している上（認定事実イ）、改

めて原告から、被告に対してライセンスを受ける意思の有無につき回答を

求められた際も、ＦＲＡＮＤ条件でライセンスを受ける意思があることを

表明していることからすると（同ナ）、被告及びＡＳＵＳ台湾は、少なく

とも、ＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思を明確に表明してい5 

たことが認められる。 

     そして、上記認定に係る交渉経過をみても、ＡＳＵＳ台湾は、原告から

の秘密保持契約の締結要請後、直ちに同契約締結に至り（認定事実ウ）、

その後も直ぐに第１回交渉に応じてクレームチャート等の提示を求め（同

エ）、クレームチャートの提示を受けてから約２か月後であって、同クレ10 

ームチャートの説明を受けた第２回交渉時から約１か月後には、ベンダの

意見も踏まえて充足論及び無効論の主張に至っていること（同カ、ク、サ、

シ）、原告から具体的なライセンス条件の計算根拠を示された後、直ちに

当該計算根拠に係る意見を述べ、約３か月後には対案を提示していること

（同セ、ソ、チ）、原告に対して５Ｇ規格のクレームチャートを要求し、15 

同クレームチャートを取得してから約３か月後に、５Ｇの特許について非

充足等の意見を述べていること（同ヌ、ネ、ハ）、その後も料率等の根拠

等について交渉を続け、特許リストの開示等の交渉状況に応じて複数回ラ

イセンス条件を提示していること（同ヒ、ミ、モ）、以上の事実が認めら

れる。 20 

上記認定事実によれば、ＡＳＵＳ台湾は、原告からライセンスを受ける

よう求められた際、速やかに真摯に協議する意思があることを表明して以

降、秘密保持契約の締結、被告側におけるベンダとの協議、ライセンス対

象となる特許の特定、当該特許の充足性及び有効性の確認、５Ｇ規格との

対応関係の確認、ライセンス条件の確認及び交渉、春節休暇による中断そ25 

の他の事情により時間を要したものの、被告は、原告とのライセンス交渉
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に対し、できる限りの対応をしていたものと認められる。 

もっとも、上記認定に係る事前協議及び本件訴訟の和解協議にもかかわ

らず、原告と被告との間でＦＲＡＮＤ料率に係る合意に至らなかったのは、

後記（第７）において詳述するとおり、当事者双方提示に係るＦＲＡＮＤ

料率が余りにも大きくかけ離れていたためである。そして、前記に掲げる5 

当事者双方の主張及び弁論の全趣旨によれば、その原因は、世界の主要国

においては、原告提示に係るUnwired Planet v. Huawei判決その他のＦＲＡ

ＮＤ料率の算定方法に関する裁判例が時代の変化に応じて国際的に展開

する一方、日本においては、アップルサムソン大合議判決以降約１０年間

にわたり、国際的な上記展開を踏まえた裁判例がなく、本件に現れた諸事10 

情を踏まえても、ＦＲＡＮＤ料率の算定方法が必ずしも日本の実務に定着

していないことに帰するものといえる。 

     これらの事情の下においては、被告がＦＲＡＮＤ条件によるライセンス

を受ける意思を有しないという特段の事情があることを認めることはで

きない。 15 

     したがって、原告が被告に対し本件特許権に基づく差止めを請求するこ

とは、権利の濫用として許されない。 

   イ これに対し、原告は、①ベンダへの確認は不要であるにもかかわらずそ

れを理由に回答を引き延ばしたこと、②対案の提示が不合理に遅い上、Ｆ

ＲＡＮＤ条件から著しく乖離した料率に約２年も固執したこと、③５Ｇ規20 

格のクレームチャートは不要であるにもかかわらず提示を要請したこと、

④グローバルライセンスによる解決を拒否し続けたこと、⑤春節休暇を口

実に交渉を遅延させたことなどのＡＳＵＳ台湾及び被告の交渉態度から

すれば、被告側は誠実に交渉してきたとはいえず、被告はＦＲＡＮＤ条件

によるライセンスを受ける意思を有する者とはいえない旨主張する。 25 

しかしながら、ＦＲＡＮＤ料率に係る合意に至らなかった根本的な原因
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は、その算定方法が必ずしも日本の実務に定着していないことに帰するこ

とは、上記において説示したとおりである。そうすると、被告側提案に係

るＦＲＡＮＤ料率が原告提案に係るＦＲＡＮＤ料率と乖離しており、その

乖離が約２年続いたとしても、前記認定に係る事情を踏まえれば、前記特

段の事情を認めるに足りるものとはいえず、原告が縷々主張するところは、5 

いずれも採用の限りではない。もっとも、原告の主張は、中核的争点に関

連するものであるとも一応いえるため、原告の主張に対し、念のため、上

記①ないし⑤の順に判断を簡潔に示すこととする。 

    ① ＡＳＵＳ台湾は、部品レベルの機能やチップセットの動作の詳細につ

いては、ベンダから技術的情報の提供を受けなければならないことなど、10 

ベンダへの確認が必要な理由を原告に繰り返し説明しており（認定事実

キ、ク、コ、乙１７）、充足論等の検討に当たりベンダへの確認自体は

一応合理的なものであることを踏まえると、ベンダへの確認が不当な引

き延ばしに当たるとまでいうことはできない。 

    ② 原告は、第１回交渉時において、少なくとも●（省略）●個のＳＥＰ15 

を保有しており、Unwired Planet v. Huawei判決に照らし、その数に基づい

て料率を計算したと述べたのみで、具体的な計算過程や料率の合理性等

は２０２１年５月１３日まで示さなかったことを踏まえると（認定事実

エ、セ、乙１１、２９の２）、同年８月３日の対案の提示が不合理に遅い

ということはできない。 20 

    ③ 原告は、５Ｇ規格のクレームチャートは不要であった旨主張するもの

の、原告自身が料率算定の根拠にしたというUnwired Planet v. Huawei判

決をみても、他の通信規格とＬＴＥ規格の割合を一応考慮しているので

あるから、５Ｇ規格のクレームチャートは不要であったということはで

きない。 25 

    ④ ＦＲＡＮＤ料率は、本来的には必須宣言特許権者と必須特許実施者と
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の間で誠実交渉し可及的速やかにグローバルで合意されるべきもので

あることは、後記第７の１において説示するとおりである。しかしなが

ら、ＦＲＡＮＤ料率の算定方法が必ずしも日本の実務に定着していない

ため、本件において当事者双方提示に係るＦＲＡＮＤ料率が余りにも大

きくかけ離れていたことは、前記認定のとおりである。これらの事情を5 

踏まえると、グローバルライセンスによる解決が現実的ではなく、まず

は本件特許に限った合意を目指すべきとする立場をとることも、少なく

とも本件に限っては必ずしも不合理なものとはいえない。そうすると、

グローバルライセンスによる解決を拒否することは、標準必須特許のグ

ローバルな性質に鑑みると、一般的には、ＦＲＡＮＤ条件によるライセ10 

ンスを受ける意思を有しないことを推認すべき事情となり得るものの、

少なくとも本件に限っては、上記推認の基礎を欠くというべきである。 

    ⑤ 春節休暇についても、事前に休暇で対応ができなくなる可能性が高い

ことを伝えている上、休暇の終了から約２か月後に具体的な反論をして

いることからすれば（認定事実フ、ホ、乙７６、７９）、不当に交渉を遅15 

延させたということはできない。  

    ⑥ その他に、米国訴訟中の交渉態度、不必要な質問その他の原告が縷々

指摘する事情を踏まえても、被告の交渉態度に直ちに不誠実なところが

あったということはできず、前記特段の事情があることを認めるに足り

ない。 20 

⑷ 結論 

  以上によれば、本件請求のうち差止請求に関する部分は、理由がない。 

２ 損害賠償請求 

⑴ 判断基準 

    標準必須特許を有する者がこれに対しＦＲＡＮＤ宣言をした場合、必須特25 

許実施者は、標準必須特許についてＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受け
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られることを前提として、当該標準規格に準拠した製品の製造等をすること

になる。それにもかかわらず、必須宣言特許権者が、上記ライセンスを受け

られるものと信頼している必須特許実施者に対し、上記ライセンスに係る実

施料相当額を超える損害賠償を請求することは、必須特許実施者の合理的な

信頼を著しく損なうことになり、正義・公平の理念に反するものといえる。 5 

    他方、必須宣言特許権者は、上記実施料相当額を取得できることを前提と

して自らＦＲＡＮＤ宣言をしたのであるから、上記実施料相当額を取得する

ことができる場合には、必須特許実施者に対し上記実施料相当額を超える損

害請求をする必要性及び相当性を明らかに欠くものといえる。 

そうすると、必須宣言特許権者が必須特許実施者に対し標準必須特許に基10 

づく上記実施料相当額を超える損害賠償を請求することは、必須特許実施者

がＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思を有しないという特段の

事情がない限り、権利の濫用として許されないというべきである。 

  ⑵ 当てはめ 

    前記１によれば、被告がＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思を15 

有しないという特段の事情があることを認めることはできない。 

    したがって、原告が被告に対し本件特許権に基づくＦＲＡＮＤ条件による

ライセンスに係る実施料相当額を超える損害賠償を請求することは、権利の

濫用として許されない。 

⑶ 結論 20 

以上によれば、本件請求のうち、上記実施料相当額を超える損害賠償に関

する部分は、理由がない。   

第７ 損害額の算定（ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額〔争点５〕） 

   本件請求のうち、ＦＲＡＮＤ条件によるライセンスに係る実施料相当額の範

囲内の損害賠償に関する部分は、被告は権利の濫用を主張するものではなく、25 

前記において説示したところによれば、理由がある。以下、算定基準を示した
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上、上記実施料相当額を算定する。 

１ 算定基準 

特許法１０２条３項は、特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の

損害額を法定した規定であり、「特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失に

より自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に5 

対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額として

その賠償を請求することができる。」と規定している。そうすると、同項による

損害は、原則として、侵害品の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受ける

べき料率を乗じて算定すべきである。そして、実施に対し受けるべき料率は、

①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでな10 

い場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自

体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、

③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の

態様、④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた

諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきであり（知的財産高等裁判15 

所平成３０年（ネ）第１００６３号令和元年６月７日特別部判決〔令和元年大

合議判決〕）、上記の理は、ＦＲＡＮＤ条件による標準必須特許の実施に対し受

けるべき料率（以下「ＦＲＡＮＤ料率」という。）についても異なるところはな

い。 

そして、ＦＲＡＮＤ料率については、標準規格に準拠した製品の製造等に実20 

施される標準必須特許のグローバルな性質及び膨大な特許数に鑑みると、①当

該標準必須特許の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでな

い場合には業界における実施料のグローバルな相場等も考慮に入れつつ、②膨

大な特許数の個別価値をそれぞれ認定するのは実務上困難であるから、各標準

必須特許の価値が全て同一であるものと推認し、全標準必須特許の価値を全標25 

準必須特許の数で割ることによって一標準必須特許の価値を算定する一方、当
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該標準必須特許の実施料率を累積した実施料の合計額が合理的な範囲にとど

まるようにすべきであり、③この場合において、全標準必須特許を当該製品に

用いた場合の売上げ及び利益への貢献を考慮するほか、④ＦＲＡＮＤ料率は、

文字どおり公正かつ合理的で非差別的な条件をもって、本来的には必須宣言特

許権者と必須特許実施者との間で誠実交渉し可及的速やかにグローバルで合5 

意されるべきものであるから、当該合意を後押しする観点から、当事者間の交

渉経過、必須特許実施者におけるＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意

思その他訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきであ

る。 

 ２ 本件への当てはめ 10 

  ⑴ 基本的枠組み 

前記認定に係る交渉経過等及び弁論の全趣旨によれば、侵害品である被告

製品の売上高を基準とし、そこに、ＦＲＡＮＤ条件による本件特許の実施に

対し受けるべき料率（以下「本件ＦＲＡＮＤ料率」という。）を乗じて算定す

ることとし、本件ＦＲＡＮＤ料率については、ＬＴＥ規格に係る全標準必須15 

特許の実施料率（以下「ＬＴＥ規格全実施料率」という。）をＬＴＥ規格に係

る全標準必須特許の数（以下「ＬＴＥ規格全特許数」という。）で割り、これ

に本件特許の数を乗ずることによって算定するのが相当である。 

もっとも、ＬＴＥ規格全実施料率について、原告は、●（省略）●を直接

の根拠として２７％であると主張するのに対し、被告は、ＬＴＥ規格に準拠20 

していることが売上げに寄与したと認められる割合（以下「ＬＴＥ規格寄与

率」という。）を２５％とした上、Unwired Planet v. Huawei判決、TCL v. Ericsson

判決、Huawei v. Samsung判決（乙４１ないし４３）が示したＬＴＥ規格の累

積ロイヤリティ料率（以下、単に「累積ロイヤリティ料率」という。）の各中

間値の平均値７．９％を、上記２５％（ＬＴＥ規格寄与率）に乗じた０．０25 

１９８％とすべきであるとし、当事者双方提示に係る本件ＦＲＡＮＤ料率が
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余りにも大きくかけ離れていたため、当事者間において合意に至らなかった

ものである。 

このような交渉経過等を踏まえ、本件においては、ＦＲＡＮＤ料率の算定

方法、売上高、ＬＴＥ規格全実施料率及びＬＴＥ規格全特許数の順で、以下

検討する。 5 

  ⑵ ＦＲＡＮＤ料率の算定方法 

   ア 被告の算定方法の当否 

被告は、ＬＴＥ規格寄与率２５％に対し、Unwired Planet v. Huawei判決、

TCL v. Ericsson判決、Huawei v. Samsung判決で示された累積ロイヤリティ料

率の各中間値の平均値７．９％を乗じた０．０１９８％とすべきであると10 

主張する。 

そこで検討するに、Unwired Planet v. Huawei判決は、「累積ロイヤリティ

料率」を８．９％としているところ、同判決は、４Ｇの売上高に対し、４

Ｇの全標準必須特許に係る実施料率として「累積ロイヤリティ料率」を乗

じていると解されることからすると、同判決にいう「累積ロイヤリティ料15 

率」とは、本件にいう「ＬＴＥ規格全実施料率」と同義をいうものであり、

この理は、被告指摘に係るTCL v. Ericsson判決、Huawei v. Samsung判決につ

いても異なるところはない。そうすると、被告の主張は、本判決にいう「Ｌ

ＴＥ規格全実施料」に対し、更に「ＬＴＥ規格寄与率」を重ねて乗ずるも

のであるから、極めて過小な実施料率を算定するものであり、実施料のグ20 

ローバルな相場等に照らしても、合理的なものといえないことは明らかで

ある。 

これに対し、被告は、本判決にいう算定方法について、アップルサムソ

ン大合議判決にいう「規格に準拠していることの貢献割合」を考慮してい

ないため、同大合議判決に反する旨主張する。 25 

しかしながら、本判決にいう「ＬＴＥ規格全実施料率」は、いわゆるロ
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イヤリティ・スタッキングの防止という観点から、当該標準必須特許の実

施料率を累積した実施料の合計額が合理的な範囲にとどまるように算定

されるべきものであり、かつ、全標準必須特許を当該製品に用いた場合の

売上げ及び利益への貢献を考慮して算定されるべきものであることは、上

記において説示したとおりである。そうすると、被告の主張は、アップル5 

サムソン大合議判決でいえば、「規格に準拠していることの貢献割合」を実

質的には２回重ねて乗ずることになるから、極めて過小な実施料率を算定

するものである。 

したがって、被告の主張は、アップルサムソン大合議判決にいう「累積

ロイヤリティ」と、Unwired Planet v. Huawei判決にいう「累積ロイヤリティ」10 

について、その文言を形式的に捉えてこれらを同義の概念であると誤解す

るものであり、両判決の趣旨目的を正解するものとはいえない。 

そもそも、損害額の算定は、当事者の主張立証の限度において裁判所の

総合的かつ裁量的な判断で定められるべきところ、アップルサムソン大合

議判決においては、当事者双方において「累積ロイヤリティ料率」を５％15 

とすることを前提として主張がされていたのに対し、本件においては、ア

ップルサムソン大合議判決にいう「累積ロイヤリティ料率」なる概念が具

体的かつ正確に主張立証されていないのであるから、当該概念を前提とす

る算定方法は、少なくとも本件に適切なものとはいえず、また、当事者双

方の主張立証及び標準規格の内容が異なる以上、アップルサムソン大合議20 

判決が示したＦＲＡＮＤ料率と本件ＦＲＡＮＤ料率を比較するのも、当を

得たものとはいえない。 

のみならず、アップルサムソン大合議判決の後においては、令和元年大

合議判決が、特許法１０２条３項の算定方式全般の重要な指針を改めて示

しているのであるから、ＦＲＡＮＤ料率については、標準必須特許のグロ25 

ーバルな性質に鑑みても、令和元年大合議判決が説示する判断枠組みに基
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づき、裁判例の国際的な展開をも踏まえ、日本においてもグローバルな変

化に対応し、ＦＲＡＮＤ料率を認定するのが相当である。 

   イ 原告の算定方法の当否 

原告は、●（省略）●を直接の根拠として、２７％とすべきであると主

張する。 5 

そこで検討するに、「ＬＴＥ規格全実施料率」は、当該標準必須特許の実

施料率を累積した実施料の合計額が合理的な範囲にとどまるようにすべ

きものであることは、前記において説示したとおりである。しかしながら、

●（省略）●２７％は、基本的には、各社算定に係るロイヤリティ料率を

累積するなどしたものであり、その具体的な根拠も直ちに明らかではない10 

ことからすると、原告の主張に係る「ＬＴＥ規格全実施料率」は、累積し

た実施料の合計額が合理的な範囲にとどまるものとはいえない。 

また、原告は、特許権侵害に当たることが判明した本件においては、い

わゆる侵害プレミアムとして、特許法１０２条４項に基づく考慮をすべき

であるから、ライセンス交渉段階における料率よりも、高いＦＲＡＮＤ料15 

率が採用されるべきである旨主張する。しかしながら、ＦＲＡＮＤ料率は、

文字どおり公正かつ合理的で非差別的な条件をもって合意されるべきも

のであることは、前記において説示したとおりである。そうすると、当事

者双方においてＦＲＡＮＤ条件の算定方法についての認識の相違はあっ

たものの、被告は同条件によるライセンスを受ける意思を有していたとい20 

えるから、原告主張に係る事情は、ＦＲＡＮＤ条件の性質に照らし、ＦＲ

ＡＮＤ料率を増額する事情をいうに足りない。 

ウ 以上によれば、当事者双方の上記各主張は、上記の限度でいずれも採用

することができない。 

 ⑶ 売上高 25 

    被告製品の売上高（被告ＬＴＥ製品は●（省略）●円、被告５Ｇ製品は●
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（省略）●円）は、合計●（省略）●である（弁論の全趣旨）。 

  ⑷ ＬＴＥ規格全実施料率 

ア 前記認定に係る交渉経過によれば、Unwired Planet v. Huawei判決が当事

者間において交渉の念頭に置かれていたところ、証拠（乙４１ないし４３、

１４０ないし１４２）によれば、ＬＴＥ規格全実施料率について、Unwired 5 

Planet v. Huawei判決（２０１７年）は８．８％（乙４１）、TCL v. Ericsson

判決（２０１７年）は６～１０％（乙４２）、Huawei v. Samsung判決（２

０１８年）は６～８％（乙４３）が相当であるとされ、その上限の平均値

は、８．９％であることが認められる。そして、証拠（甲４の１ないし１

６）及び弁論の全趣旨によれば、被告製品には、ＬＴＥ通信のみならず５10 

Ｇ通信にも対応している製品（被告製品１ないし１４〔被告５Ｇ製品〕）と、

ＬＴＥ通信には対応しているものの５Ｇ通信には対応していない製品（被

告製品１５及び１６〔被告ＬＴＥ製品〕）が認められるところ、いずれもWi-

Fi及びBluetoothの無線通信機能を有していることが認められる。また、証

拠（乙１０９、１１２、１１４、１１６、１１８、１２０ないし１２２、15 

１２４）及び弁論の全趣旨によれば、被告製品は、カメラ、ＣＰＵ、ディ

スプレイ、バッテリー、オーディオ機能を始め、製品によっては、端末冷

却機能や背面のサブディスプレイ、指紋認証システム等を有するなど、通

信機能以外にもその売上げに貢献している部分が認められるほか、被告及

びＡＳＵＳ台湾によるマーケティング活動によって、被告製品は低価格で20 

品質が良いというブランドイメージが形成され、これが一定程度売上げに

貢献していることが認められる。 

これらの事情のほか、本件に現れた諸事情を総合考慮すれば、ＬＴＥ規

格全実施料率は、９％であると認めるのが相当である。もっとも、被告５

Ｇ製品は、当事者双方の主張立証の限度で検討すれば、ＬＴＥ規格全実施25 

料率を基準として、ＬＴＥ通信の上位互換である５Ｇ通信の機能を更に総
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合的に考慮するのが相当である。そして、上記認定事実のほか、ＬＴＥ通

信と５Ｇ通信は、２Ｇ通信及び３Ｇ通信とは大きく異なり、いずれもOFDM

シンボルによる送受信を採用するなど共通性が高いこと、その他本件に現

れた諸事情を総合考慮すれば、被告５Ｇ製品に限り、ＬＴＥ規格全実施料

率は、８％の限度で認めるのが相当である。 5 

イ これに対し、原告は、ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額を算定

するに当たっては、比較アプローチによる算定結果を参酌すべきである旨

主張する。そこで検討するに、比較可能なライセンス契約があればこれを

考慮することができることは、前記説示に係る算定方法のとおりである。

しかしながら、原告が締結した他社とのライセンス契約（●（省略）●）10 

をみても、●（省略）●ことが認められる。これらの事情を踏まえると、

少なくとも上記ライセンス契約は、比較可能なライセンス契約というに足

りず、原告にいう比較アプローチに適するものとはいえない。 

また、原告は、５Ｇ通信可能な場所は限定的であるから、被告５Ｇ製品

と被告ＬＴＥ製品との間で、ＬＴＥ規格全実施料率を変える理由はない旨15 

主張する。しかしながら、５Ｇ通信可能な場所が限定的であったとしても、

ＬＴＥ通信の上位互換である５Ｇ通信が可能な場所が存在する以上、被告

５Ｇ製品におけるＬＴＥ規格の貢献は、５Ｇ通信が不可能である被告ＬＴ

Ｅ製品におけるものよりも、その分少なくなると認めるのが相当である。

この理は、原告自身において主張の根拠とするUnwired Planet v. Huawei判20 

決（乙４１）が説示するところとも、整合するものといえる。 

したがって、原告の主張は、いずれも採用することができない。 

  ⑸ ＬＴＥ規格全特許数 

    原告は、Unwired Planet v. Huawei判決を踏まえ、ＬＴＥ規格の標準必須特

許のファミリー数は約８００件とすべきである旨主張するのに対し、被告は、25 

Unified Patentsの調査（乙９０）によれば、ＬＴＥ規格のＦＲＡＮＤ宣言され
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た特許ファミリーは、無作為抽出した１万６０３６件のうち１８１７件であ

り、その無作為抽出した件数は全数ではないから、その特許ファミリーは、

少なくとも１８１７件存在する旨主張する。 

    そこで検討するに、証拠（乙９０、９１）及び弁論の全趣旨によれば、Un

ified Patentsによる調査を踏まえると、ＬＴＥに関してＦＲＡＮＤ宣言された5 

特許ファミリーについて、無作為に抽出した１万６０３６件のうち、１８１

７件が当該特許ファミリーであったことが認められる。しかしながら、技術

常識及び弁論の全趣旨を踏まえれば、当該特許の有効性等に鑑みると、ＦＲ

ＡＮＤ条件によるライセンスの対象となるべき特許数は、これよりも少ない

ものと推認するのが相当である。他方、Unwired Planet v. Huawei判決（甲１10 

９）によれば、ＬＴＥ規格全特許数は、約８００件とされているところ、当

該判決が２０１７年のものであり、技術常識及び弁論の全趣旨によれば、そ

の後にＬＴＥ規格に採用された標準必須特許は増加したことが十分にうか

がわれることからすると、少なくとも現時点においては、上記の件数を直ち

に採用するのは相当ではない。その他に、当事者双方の主張立証の内容その15 

他本件に現れた諸事情を総合考慮すれば、ＬＴＥ規格全特許数は、１３００

件と認めるのが相当である。 

なお、本件特許の数についてみると、本件特許は、上記にいう同一の特許

ファミリーに属するものであるから（弁論の全趣旨）、当事者双方の主張立

証の内容その他本件に現れた諸事情を総合考慮すれば、本件特許の数は、Ｆ20 

ＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額の算定に当たっては、上記１３００

件と単位を合わせるのが相当であるから、１件として計算すべきことになる。 

３ 結論 

以上によれば、ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額は、被告製品の売

上高（被告ＬＴＥ製品●（省略）●円、被告５Ｇ製品●（省略）●円）に対し、25 

ＬＴＥ規格全実施料率（被告ＬＴＥ製品９％、被告５Ｇ製品８％）を乗じた上、



 116 

ＬＴＥ規格全特許数（１３００件）で割るのが相当であるから、以下の計算式

のとおり、損害額は、合計●（省略）●円となる。 

  ⑴ 被告ＬＴＥ製品 

    ●（省略）●円×９％÷１３００＝●（省略）●円 

  ⑵ 被告５Ｇ製品 5 

    ●（省略）●円×８％÷１３００＝●（省略）●円 

  ⑶ 合計額 

    ●（省略）●円＋●（省略）●円＝●（省略）●円 

第８ まとめ 

   以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、本件請求のうち、10 

損害賠償請求に関する部分は●（省略）●円及びこれに対する遅延損害金の支

払を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、差止請求及び廃棄請求に

関する部分は、いずれも理由がない。 

第９ 結論 

よって、原告の請求は主文の限度で理由があるからその限度でこれを認容し、15 

その余は理由がないからいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第４０部 

 

 20 

裁判長裁判官 

                      

   中   島   基   至 

 

 25 

裁判官 
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   武   富   可   南 

 

 

裁判官 5 

                      

   古   賀   千   尋 
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（別紙） 

物件目録 

以下の製品型番の通信機器。 

 

1. Smartphone for Snapdragon Insiders 5 

型番：ZS675KW-BL512R16 

2. ROG Phone 5s Pro 

型番：ZS676KS-BK512R18 

3. ROG Phone 5s 51２ＧB 

型番：ZS676KS-BK512R16/ZS676KS-WH512R16 10 

4. ROG Phone 5s 256GB 

型番：ZS676KS-BK256R12/ZS676KS-WH256R12 

5. ROG Phone 5 Ultimate 

型番：ZS673KS-WH512R18 

6. ROG Phone 3 1２ＧB+51２ＧB 15 

型番：ZS661KS-BK512R12 

7. ROG Phone 3 16GB+51２ＧB 

型番：ZS661KS-BK512R16 

8. Zenfone 8 16GB+256GB 

型番：ZS590KS-BK256S16/ZS590KS-WH256S16/ZS590KS-SL256S16 20 

9. Zenfone 8 8GB+256GB 

型番：ZS590KS-BK256S8/ZS590KS-WH256S8/ZS590KS-SL256S8 

10. Zenfone 8 8GB+128GB 

型番：ZS590KS-BK128S8/ZS590KS-WH128S8/ZS590KS-SL128S8 

11. Zenfone 8 Flip 256GB 25 

型番：ZS672KS-BK256S8/ZS672KS-SL256S8 
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12. Zenfone 8 Flip 128GB 

型番：ZS672KS-BK128S8/ZS672KS-SL128S8 

13. ZenFone 7 Pro 8GB+256GB 

型番：ZS671KS-BK256S8/ZS671KS-WH256S8 

14. ZenFone 7 8GB+128GB 5 

型番：ZS670KS-BK128S8/ZS670KS-WH128S8 

15. ZenFone 6 8GB+256GB 

型番：ZS630KL-BK256S8/ ZS630KL-SL256S8  

16. ZenFone 6 6GB+128GB 

型番：ZS630KL-BK128S6/ZS630KL-SL128S6  10 

以上 
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（別紙） 

特許権目録 

 

１   特 許 番 号 第４９８２６５３号 

発明の名称 ACK／NACK情報の送信方法及び送信装置並びにACK／N5 

ACK信号の送受信方法及び受信装置 

 出 願 日 平成２１年２月１３日（特願２００９－５５４４６４） 

 登 録 日 平成２４年５月１１日 

 

２   特 許 番 号 第５６９４４７９号 10 

発明の名称 物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネルのマッピン

グ方法 

 出 願 日 平成２５年１０月２４日（特願２０１３－２２１３５８） 

 登 録 日 平成２７年２月１３日 

 15 


